
（30．９．６) 

－9－ 

 

平成３０年９月 

大竹市議会定例会（第４回）議事日程 

                            平成30年９月６日10時開会 

日 程  議案番号        件        名         付  記  

第 １        会議録署名議員の指名 

第 ２        会期決定について 

第 ３        一般質問 

第 ４ 報告第 ５号 専決処分の報告について（事故による損害賠償   報    告 

           額の決定） 

第 ５ 認 第 ２号 平成２９年度大竹市工業用水道事業会計決     生活環境付託 

           算の認定について                （一  括） 

第 ６ 議案第５１号 平成２９年度大竹市水道事業会計剰余金の処分   生活環境付託 

           及び決算の認定について              

第 ７ 議案第５２号 平成２９年度大竹市公共下水道事業会計剰余金   生活環境付託 

           の処分及び決算の認定について           

第 ８ 議案第４６号 公平委員会委員の選任の同意について       即    決 

第 ９ 議案第４７号 大竹市税条例等の一部改正について        生活環境付託 

第１０ 議案第４８号 大竹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す   生活環境付託 

           る基準を定める条例の一部改正について      （一  括） 

第１１ 議案第４９号 大竹市が設置する子育て支援センターの指定管   生活環境付託 

           理者に関する条例の一部改正について        

第１２ 議案第５０号 宮島競艇施行組合規約の変更について       総務文教付託 

第１３ 議案第５３号 平成３０年度大竹市一般会計補正予算（第２   総務文教付託 

           号）                      （一  括） 

第１４ 議案第５４号 平成３０年度大竹市国民健康保険特別会計補正   生活環境付託 

           予算（第１号）                  

第１５ 平成３０年陳情第３号 「生涯現役社会を実現する」シルバー人材セン   生活環境付託 

           ターの決意と支援の陳情              

第１６ 平成３０年請願第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書採択につ   総務文教付託 

           いて                        

第１７ 平成３０年請願第２号 少人数学級の推進などの定数改善、義務教育費   総務文教付託 

           国庫負担制度２分の１復元に係る意見書採択に 

           ついて 

○会議に付した事件  

 ○日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 ○日程第 ２ 会期決定について 

 ○日程第 ３ 一般質問 
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○出席議員（１５人） 

    １番  児 玉 朋 也         ２番  小田上 尚 典 

    ３番  末 広 和 基         ４番  賀 屋 幸 治 

    ５番  北 地 範 久         ６番  西 村 一 啓 

    ７番  和 田 芳 弘         ８番  大 井   渉 

    ９番  網 谷 芳 孝        １０番  藤 井   馨 

   １１番  山 崎 年 一        １２番  細 川 雅 子 

   １３番  寺 岡 公 章        １４番  田 中 実 穂 

   １５番  山 本 孝 三 

○欠席議員（なし） 

○説明のため出席した者 

   市 長        入 山 欣 郎 

   副 市 長        太 田 勲 男 

   教 育 長        大 石   泰 

   総 務 部 長        吉 岡 和 範 

   市 民 生 活 部 長        香 川 晶 則 

   健康福祉部長兼福祉事務所長        米 中 和 成 

   建 設 部 長        坪 浦 伸 泰 

   上 下 水 道 局 長        高 津 浩 二 

   消 防 長        橋 村 哲 也 

   総務課長併任選挙管理委員会事務局長        中 村 一 誠 

   総 務 課 危 機 管 理 監        吉 村 隆 宏 

   企 画 財 政 課 長        三 原 尚 美 

   産業振興課長併任農業委員会事務局長        小 田 健 治 

   自 治 振 興 課 長        伊 崎 喜 教 

   監 理 課 長        豊 原   学 

   土 木 課 長        古 賀 正 則 

   都 市 計 画 課 長        山 本 茂 広 

   上 下 水 道 局 業 務 課 長        北 林 繁 喜 

   上 下 水 道 局 工 務 課 長        中 司 和 彦 

   総 務 学 事 課 長        真 鍋 和 聰 

○出席した事務局職員 

   議 会 事 務 局 長        中 曽 一 夫 

   議 事 係 長        加 藤   豪 
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会期決定について 

 平成３０年９月大竹市議会定例会（第４回）の会期を、次のとおり定める。 

  平成３０年９月６日提出 
                     大竹市議会議長 児 玉 朋 也 

   自 平成３０年９月６日 
                 １４日間 
   至 平成３０年９月１９日 

会 期 日 程 表 

期   日 会      議 
付       記 

月 日 曜 本会議 委 員 会 

９．６ 木 本会議  

・開会 ・会期決定 

・一般質問 

・一般議案上程（即決・付託） 

・陳情、請願（付託） 

・散会 

  ７ 金 （予備日）  

  ８ 土 

休 会 

  

  ９ 日   

  10 月 総務文教委員会 付託案件審査 

  11 火 生活環境委員会 付託案件審査 

  12 水 
議会運営委員会 

基地周辺対策特別委員会 
 

  13 木   

  14 金   

  15 土   

  16 日   

  17 月   

  18 火   

  19 水 本会議  

・一般議案委員長報告(表決） 

・陳情、請願委員長報告（表 

 決） 

・閉会 
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平成３０年９月大竹市議会定例会(第４回) 

一 般 質 問 通 告 表 

 

 １                      ４番 賀 屋 幸 治 議員 

質問方式：一問一答 

  ７月豪雨の冠水原因の究明について 

   本年７月６日からの梅雨前線による豪雨は西日本豪雨災害として未曽有の被害をもた

らしました。幸いにも大竹市には大きな被害がなかったが本町・白石地区と立戸地区で

は４年前と同様に冠水被害が発生しました。 

   大竹消防署の雨量計では時間最大雨量が７日の２時～３時の45mmであり、合流区域と

して雨水排水処理施設が整備されている本町・白石地区では時間雨量49.7mmまで処理能

力があると思うが、原因についての見解を伺います。 

  ＪＲ玖波駅東口側広場の整備について 

   現在、ＪＲ玖波駅東口側は整備が完了した西口側と異なり従前の形態である。 

   朝夕の時間帯ではタクシーやマイカーでの送迎などで交通量がふえる中、コミュニテ

ィバス３路線の停留所が隣接する市道部にあるため、時間待ちの車両が交通障害となっ

ています。また、シニアクラブが管理している花壇も高齢化により規模の縮小を望む声

もあり、花壇の変更とあわせ、バス停留所の移設と公衆トイレの新設など駅前広場の整

備について提案します。 

  小方まちづくりの今年度の進捗状況について 

   昨年度発注した小方まちづくり「賑わい交流ゾーン」の立地検討業務委託で基本構想

の整備方針に基づいて整備条件や核となる施設の方向性を定め今年度対話型市場調査を

実施し、対話事業者とのヒアリングの後、導入する機能や施設、またその事業手法など

を整理したが、現在の進捗状況と今後の予定について伺います。また、併せてＪＲ小方

新駅設置に向けてのＪＲ側との協議・調整作業など現在の進捗状況と今後の見通しにつ

いて伺います。 

 ２                      １５番 山 本 孝 三 議員 

質問方式：一括 

  ダム放流による災害を防ぐために 

   ７月に発生した西日本豪雨により多くの犠牲者・被災者を出しました。 

   今回の豪雨による災害で問題視されているダム放流被害について、市域にある３つの

ダムの「放流操作」が心配されます。 

   ダム操作規定・放流時の住民への周知・護岸強度状況など説明され、市の対応につい

てお聞かせください。 

  米軍岩国基地の米軍機訓練について 

   市民の安全・事故防止に取り組むべき市長の姿勢を問います。 

   米軍機は、日米合意違反・岩国日米協議の確認事項も無視。日米地位協定見直しに、

声をあげるべきではないでしょうか。 
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 ３                      ８番 大 井   渉 議員 

質問方式：一問一答 

  栗谷小学校休校問題を問う 

   栗谷小学校休校についての説明会が行われているが、現状を伺う。 

   ・小中学校充実検討を豊田市政の時に方向を示した。どのようなことで、方針転換を

したのか。 

   ・地域（自治会等）が求めていることに、市長部局は、真摯に向き合い、振興策等を

提示したのか、またする気はあるのか。（過去の要望） 

   ・廃校後の地域での振興策（施設等）が不平等との声もある、どのような対応を考え

ているのか、財政状況も併せて問う。 

 ４                      ５番 北 地 範 久 議員 

質問方式：一問一答 

  人口減対策について 

   これから市長が４期目の市政を運営するあたり、人口減少を少しでも解消するために、

今後どのような施策に重点を置き市政を推進していくのか考えを伺う。 

  動画を使った大竹市の情報発信について 

   人口が減少する現状の中で、大竹市をもっとＰＲする必要があるのではないか。 

   動画をホームページに取り込むなど、大竹市の情報発信に動画を活用することついて

の考えを伺う。 

 ５                      ６番 西 村 一 啓 議員 

質問方式：一問一答 

  市域の安全、安心して暮らせるまちづくりについてお尋ね致します。 

   安全で安心して暮らせるまちづくりを考えている本市に於いて、去る７月に発生した

豪雨災害等について、特に中山間地域の高齢者及び地域住民の安全対策について、次の

通りお尋ねいたします。 

  １、防災力を高める計画と過去の検証資料及び防災訓練について 

  ２、災害時の情報伝達と連絡システム構築について 

  ３、中山間地域のダムの安全管理と情報システムについて 

 ６                     １２番 細 川 雅 子 議員 

質問方式：一問一答 

  第６次総合計画について 

   総合計画は将来の市が目指す姿を明確にし、まちづくりの基本指針として活用するも

のとして策定しています。 

   第５次総合計画は平成23年度～32年度10年間の計画です。総合計画策定について地方

自治法を根拠とした策定義務がなくなりましたが、そろそろ現計画の達成状況をみなが

ら、次の10年、20年先を見据えた計画づくりに取りかかる時期に来ているのではないで

しょうか。 

   ①第６次総合計画について市長はどのようなお考えを持たれていますか。 
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   ②策定にあたっての基本姿勢、策定プロセスについてお尋ねします。 

  市民を大切にする行政の第一歩は、情報の開示と市民の思いを受け止めること。 

   まちを動かす主役は市民です。市民の皆様お一人お一人に、行政に思いを伝える権利、

そして様々な行政情報を知る権利があります。 

   市民のお声の聴き方、情報開示の在り方について、現状と課題について、どのように

お考えでしょうか。市長部局および教育委員会のお考えをお尋ねします。 

 ７                      ３番 末 広 和 基 議員 

質問方式：一問一答 

  内水治水レベル向上や有効な避難行動等への、地域自主防災力増強などについて伺い

ます。 

   過去を含む降雨量データ収集と考察、避難住民基礎データ（住所、人数、世帯数、避

難経路、避難方法など）、浸水家屋の消毒液散布実績の地域ごと戸数、冠水・浸水のエ

リアや深さ、水位減衰の状況情報、事後の水路スクリーン清掃時の収集ごみの分析、東

栄排水ポンプ場各所の稼働実績データと水位変動データ、合流管の排水状況推定につな

がるデータ、急傾斜エリアの土壌種類や砂防ダムの土砂堆積状況などの聞き取りやデー

タの有無とその解析・分析の実績把握など担当部署や地域住民へのリサーチ、保有画像

の提供依頼など点在するデータや情報収集を通じ、内水の治水能力の現状推定と当面の

軽微な減災対策及び地域自主防災力増強の必要性を強く感じています。４年前とこの度

の被災対応の経験を活かしてこれからのお考えを伺います。 

  省庁の概算要求と地方自治の予算編成との関係性や活用性について伺います。 

   通常11月ころからスタートする来年度予算編成過程において、すでに発表されている、

６・７月の政府の概算要求基準やその基本方針、また８月末に各省庁から発表される概

算要求資料の内容などと、わが市の中期計画や来年度への予算編成との関係性や活用性

について伺います。 

  ７月の暴雨被害内容と当面の被害軽減対策や防災事業について、国や県の施策や仕組

みの活かし方を伺います。 

   豪雨災害を例にとり、主に大竹地域の道路冠水や浸水の実態と避難行動の現状を中心

にその被害軽減対策や防災事業について、国や県の施策や仕組みの活かし方を伺います。 
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９時59分 開議 

○議長（児玉朋也） 御起立ください。 

  ここで、先の平成30年７月豪雨で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げますと

ともに、お亡くなりになられた方々に御冥福をお祈りし、黙禱をささげたいと思います。 

○議会事務局長（中曽一夫） 黙禱。 

〔黙禱〕 

○議会事務局長（中曽一夫） 黙禱を終わります。御着席ください。 

○議長（児玉朋也） おはようございます。 

  定足数に達しておりますので、これより平成30年第４回大竹市議会定例会を開会し、直

ちに本日の会議を開きます。 

  定例会開会に当たり、市長から挨拶があります。 

  市長。 

〔市長 入山欣郎 登壇〕 

○市長（入山欣郎） 本日ここに大竹市議会定例会が開会されるに当たりまして、御挨拶を

申し上げます。 

  議員の皆様方におかれましては、公私ともに御多忙のところ御出席を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。 

  さて、このたびの定例会で御提案させていただきます議案につきまして申し上げますと、

専決処分の報告についてを初め、平成29年度大竹市工業用水道事業会計決算の認定につい

て、公平委員会委員の選任の同意について、条例の一部改正について、宮島競艇施行組合

規約の変更について、平成29年度大竹市水道事業会計などの剰余金の処分及び決算の認定

について、平成30年度大竹市一般会計などの補正予算についてなど、合わせて11案件でご

ざいます。これらの議案の内容につきましては、後ほど詳しく御説明をさせていただきた

いと存じます。 

  議員の皆様方におかれましては、何とぞ慎重に御審議の上、議決を賜りますようお願い

申し上げます。 

  以上、定例会の開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（児玉朋也） これより日程に入ります。 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（児玉朋也） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において10番、藤井馨議員、11

番、山崎年一議員を指名いたします。 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

 日程第２ 会期決定について 

○議長（児玉朋也） 日程第２、会期決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 
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  今期定例会の会期は、本日から９月19日までの14日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（児玉朋也） 御異議なしと認めます。 

  よって、会期は14日間と決定いたしました。 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

 日程第３ 一般質問 

○議長（児玉朋也） 日程第３、一般質問を行います。 

  この際、念のためお願いしておきます。 

  議会運営委員会の申し合わせにより、今回は代表制をとり、質問時間は答弁を除いて複

数会派の代表が１時間以内、その他30分以内とし、質問回数は５回以内ということになっ

ております。 

  また、一問一答方式を選択された場合、１回目の質問は一括方式の形で登壇して行い、

執行部からも登壇して、一括で答弁を受けます。２回目の質問以降は質問席で行いますが、

質問席では通告された項目ごとに、４回までの発言となります。 

  なお、時間の予告は従来の例により、５分前１打、１分前２打、定刻で乱打いたします

ので申し添えておきます。 

  質問の通告を受けておりますので、順次発言を許します。 

  ４番、賀屋幸治議員。 

〔４番 賀屋幸治議員 登壇〕 

○４番（賀屋幸治） 皆さん、おはようございます。４番、大竹新公会の賀屋でございます。

今回は会派を代表しての質問をさせていただきます。質問に入る前に、先ほども黙禱させ

ていただきましたが、先般の７月豪雨で犠牲になられた方々へのお悔やみと、被災された

全国の多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧復興をお祈り

いたしたいと思います。 

  それでは、通告書に従いまして３件の質問をさせていただきますのでよろしくお願いい

たします。 

  まず１件目の、大竹市における７月豪雨の冠水原因の究明についてですが、今回の梅雨

前線による豪雨では、西日本側に甚大な被害が発生いたしております。特に広島県では９

市３町で108名の犠牲者や、多くの負傷者が出ており、いまだ６名の行方不明の方がおら

れます。県内の降水量も７月７日９時半までの72時間雨量ですけども、東広島市志和で

459ミリとなるなど、観測史上最大の降水量を記録した地点が県内に22地点に及ぶなど、

広範囲な豪雨となりました。大竹市でも７月８日９時までの72時間降水量ですが395.5ミ

リになるなど、観測史上１位を更新いたしました。大竹市の豪雨被害としては、軽傷者は

１名、床上浸水が７件、床下浸水31件、市道関係が61件、河川関連35件、農業施設関連35

件、林道関係７件、土砂崩れ49件などの被害箇所が報告されておりますが、近年では最も

多くの被害が発生したと伺っております。しかしながら、幸いにも県内他の市町のような

犠牲者はなく、また、土石流や洪水による家屋の倒壊などもございませんでした。降水量
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としては他市町に比べれば、多少の差はあるものの特段大竹が少なかったということでも

ございません。ということで、他市町の被害の大きさには本当に驚いております。被災直

後から猛暑の中、救助活動や援助活動に派遣されました消防職員の皆さん、また、断水対

応で応急給水に派遣されました水道職員の皆さん、また、ボランティア活動に参加されま

した職員の皆さん方には本当に頭が下がる思いでございます。大変お疲れさまでございま

した。また、大竹市も当日、災対本部が引かれまして、一昼夜以上対応に追われ、職員の

皆さんには大変御苦労されたことと思います。 

  さて、本題に戻りまして、今回の豪雨では気象庁発表の大竹市の時間最大降水量は、７

月７日午前２時から３時の38ミリというのが報告されております。ただし、10分単位で集

計もされておりますので、午前２時10分から３時10分での最大降水量は45ミリということ

になっており、同日午前３時から６時にかけて、本町・白石地区で道路冠水や床下浸水な

どの被害が発生しております。これは、４年前の平成26年８月６日の豪雨でも同様の冠水

被害がありましたが、当時の時間最大降水量は68ミリ降っておりますので、これも過去最

高の降水量ということになってます。 

  本町・白石地区では、大竹市公共下水道事業の合流区域、これは雨水と家庭汚水を一緒

に流して処理をするという合流区域として排水設備が整備済みの区域で、この区域での計

画上の排水処理能力は、時間降水量として49.7ミリだと伺っております。約50ミリまでは

大丈夫だというふうに伺っております。当然のことですが、処理能力を超える降水量は対

処できないため、冠水するということはやむを得ないと理解できます。しかし、今回の雨

は時間最大で45ミリ、理論的には排水処理能力以下であるのになぜ排水できなかったのか。

冠水に至るまでの原因究明について検証がされているのか、また、原因が判明次第どのよ

うな対策をとられていくのかなど、今後の取り組みについてお伺いいたします。 

  次に、立戸地区での冠水なんですが、立戸３丁目のＪＲ沿いの冠水状況。これは立戸郵

便局の裏側といいますか、東側、ＪＲ沿いのとこでございますけども。以前から指摘して

いる原因として、玖波あるいは小方の下水の分区、玖波、小方のほうから流入してくる公

共下水道の汚水管線が入ってるわけでございますけども、その汚水管線のマンホールや、

その近くの汚水から大量の雨水が噴出している状況が確認されております。これは、当日

私も、６日の午後６時ごろですけども、現地へ行って、汚水ますから大量に吹いている動

画を撮影しております。またそのほかの地区での噴水の状況も確認しております。そうい

うことで、本来、分流区域の汚水管ですから、雨水が流入する構造にはなっていないはず

なんですが、なぜ雨水が入ってくるのか、どこから入ってくるのかなど、原因があるはず

ですが、その究明について、また対策についてお伺いいたします。 

  また、立戸４丁目の・・宅裏の排水路ですけども、そこからまた冠水して、ここも毎回

のように冠水するわけですけども、対策として小方３丁目、これはまた以前ずっと冠水が

あった地域ですけども、・・宅前ということになっておりますけども、そこに平成22年ご

ろ、小型の自動雨水排水ポンプを設置いたしました。それによって、自動的に水路の水位

が上がれば排水ポンプが稼働して排水していくということで、随分改善はされたというふ

うに伺っております。同様の、立戸４丁目についても排水先がないわけですから、同様の
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小型排水の雨水ポンプをつければいいんじゃないかなというふうに思いますけども、その

あたりの見解を伺います。 

  以上、冠水原因の究明については、合流区域の本町・白石地区での冠水、立戸３丁目地

区での冠水についての究明を、また、立戸４丁目地区での冠水については小型排水ポンプ

の設置の提案をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２件目のＪＲ玖波駅東口側広場の整備についてですが、玖波駅西口側につ

いては平成27年９月に駅舎や駅前広場の整備が完成し、利用者の皆さんから利便性の向上

に高い評価をいただいております。また、地元の皆さんからも大変喜んでいただいており

ます。しかし、東口側については従前のままの形態であります。一時期、恵川橋の補修工

事で西口側に移転しておりました公共交通のコミュニティーバスのバス停も利用者の要望

により、ことしの２月からもとの東口側に戻ってきております。朝夕の時間帯では、タク

シーやマイカーの送迎車などで交通量がふえ、バス停留所の周り、道路上にバス停がござ

いますので、３路線入っております。これはこいこいバスが１日17便、栗谷線が４便、廿

日市のハートバスが12便、乗り入れをしておりますけども、時間待ちをしているバス車両

が片車線に停車し、交通の障害となっております。 

  そこで、このバス停を安全な場所に移転することを提案したいと思います。移転場所と

しては、現在、玖波２丁目のシニアクラブが管理されております駅前の花壇の部分でござ

います。会員の皆様は高齢化によって年々人手不足の状況で、会員の中には現状の規模、

約180平方メートルぐらいあるかと思うんですが、ちょっと広過ぎるということで縮小を

望む声もあります。今後、花壇の位置や規模の変更を検討することは、この際可能ではな

いかなというふうに思います。もちろん、土地所有者であるＪＲ西日本株式会社や、今、

管理しておられますシニアクラブとの協議が成立しなければなりませんが、駅前広場の有

効活用策として、バス停やタクシー乗り場、送迎車待ち合いエリアなど、駅前広場の環境

整備が必要ではないかと思います。また、この整備に合わせて、以前から玖波地区で要望

のある閉鎖された玖波駅舎のトイレのかわりに交通結節となります駅前広場の一角に公衆

用トイレを設置していただければなというふうに思います。見解を伺います。 

  続きまして、３件目の小方まちづくりの今年度の進捗状況でございますが、昨年度発注

いたしました小方まちづくり「にぎわい交流ゾーン」、これは中学校跡地がメーンでござ

いますけども、の立地検討業務委託において、基本構想の整備方針に基づいて整備条件や

核となる一つの方向性を定めるための必要な調査、検討が昨年度でされております。その

後、対話型市場調査を実施し、対話事業者とのヒアリングの後、導入する機能や施設、ど

んなものを持ってきたらいいのかということですけども、またどういうふうに整備をして

いくかという事業手法ですけども、そういったものが整理されました。しかし、具体的な

市の整備方針に沿った参画意向のある事業者、出ていってもいいですよという、そういっ

たよくなる事業者が出てきたのか、まだいないのか。そのあたりを含めて現在の進捗状況

や、今後の見通しについてお伺いしたいと思います。またあわせて、ＪＲ小方新駅設置に

向けてのＪＲ側との協議や調整作業など、現在の進捗状況と今後の見通しについて伺いま

す。 
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  以上、３件につきまして壇上での質問を終わります。御答弁のほど、よろしくお願いい

たします。 

○議長（児玉朋也） 市長。 

〔市長 入山欣郎 登壇〕 

○市長（入山欣郎） ７月豪雨では、県内を初め、西日本各地に大きな被害がもたらされま

した。改めましてお亡くなりになられた方々に哀悼の意をあらわし、被災された方々に心

からお見舞いを申し上げます。 

  本市では運よく人的被害はありませんでしたが、このたびの豪雨を教訓といたしまして、

市民の皆様方のお命をお守りするために何が必要なのか、しっかりと考えていかなくては

ならないと思っております。賀屋議員におかれましては、直ちに現地に赴かれ、把握され

た情報を御提供いただいたと伺っております。ありがとうございます。専門的な知見を多

くお持ちの中での、その視点での御質問をいただきました。大変ありがとうございます。

今後、検討に生かしてまいります。 

  それでは、賀屋議員の御質問にお答えいたします。 

  １点目の７月豪雨の冠水原因についてでございます。 

  まず、本町・白石地区についてですが、当該地区等の雨水汚水を一緒に排水する合流管

渠の断片等を算定するための計画流出量は、議員が言われますとおり時間最大49.7ミリの

降雨強度で算定、整理されております。しかしながら、管路の計画においては、あくまで

対象降雨が１時間降った場合における雨水等排除の計画となっています。今回の雨では７

日午前２時から３時までの１時間だけを見ますと38ミリと計画降雨強度を下回っておりま

すが、午前２時10分からの１時間の降雨量は45ミリを観測しており、その前後にも20ミリ

を超え30ミリ弱の比較的強い雨が降り続いたことから、超過降雨量となり、合流管渠の流

下能力を超えたものと考えております。このように、多量の排水が流下してきている場合

には、処理場での負荷を軽減し、また、中継ポンプ場での合流排水の滞留を防ぐため、潮

遊池の水位等を勘案しながら直接排水を行うなど、合流管渠の排水能力が阻害されないよ

う、可能な範囲で対応しているところでございます。 

  次に、立戸３丁目における大雨時の汚水ますからの逆流現象ですが、御指摘のとおり下

水分流区域であり、本来は流入すべきでない雨水が分流管路を流下することにより発生し

たものと考えられます。まずは、晴天時と降雨時の下水管路の状況等を確認し、原因調査

の方法や対策を検討していきたいと考えております。 

  また、立戸４丁目の冠水につきましては、これまで豪雨時には山陽本線西側からの流入

をとめるよう対策を施しており、一定の効果がありました。しかしながら、このたびの降

雨では地元から情報提供があり、地区東側の水路から低地を越えて雨水が流入し、地区内

の水位が上昇したとの要因が把握できました。今後の大雨時には地区外からの雨水流入が

抑制できるよう土のうを積むことを考えております。 

  今後も市民の皆様の生命、財産をお守りするため、現地の情報把握に努め、地区外から

の流入抑制や状況によっては強制排水も対策の一つになると考えております。 

  ２点目の、ＪＲ玖波駅東口広場の整備についてです。 
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  御指摘のとおり玖波駅東口は、複数のコミュニティバス等が乗り入れており、朝夕は送

迎用の一般車両で混雑が起きています。しかしながら、現在の駅前の市道区域だけでは、

安全性が確保できるよう交通障害を取り除くことは困難な状況です。また、こいこいバス、

大竹・栗谷線バスの停留所は駅舎から少し離れた位置にあるため、利用者から日よけがな

いことやトイレの利用に関して不便との声を伺っています。しかしながら、歩道上にある

ことや、近隣にお住まいの方の御迷惑にならないよう配慮が必要なことから、現在の位置

のまま日よけを設置することは考えておりません。御提案の駅前花壇の一部を交通広場と

して整備する案は、安全上の課題解決のためには有効な手段であろうと思います。ただし、

花壇となっている土地は、ＪＲ西日本の所有となっています。交通広場として整備する場

合には、規模は大きくはありませんが、まちづくり構想に相当する計画に基づいて臨む必

要があると考えます。停留所の移設や公衆トイレの設置を含めた交通広場の整備について

は、必要性や実現性等を十分に考えながら、まちづくり構想等へ反映すべきかをしっかり

と検討する事案であると考えております。 

  なお、当面の対応として、玖波駅東口のホーム内のトイレにつきましては、駅員が在室

の場合は利用できるよう、改めてＪＲに要望してまいりたいと考えております。 

  最後に、３点目の小方地区のまちづくりについてでございます。 

  昨年度実施しました「にぎわい交流ゾーン」を中心とするエリアの立地検討業務の調査

結果では、アクセスや敷地の優位性から、スーパー等の業態からは興味が示され、この土

地の有用性については、一定の評価があることが確認できました。しかしながら、にぎわ

いの創出や、魅力向上という視点で考えたとき、類似する施設の隣接は余り望ましいもの

ではないと考えています。残念ながら、基本構想の策定において、ワークショップ等で多

くの方から要望のありました、温浴や宿泊、スポーツ施設などについては、これまでのと

ころ積極的なアプローチが見られず、本年５月の総務文教委員協議会では、道の駅をメー

ンとする案を一例として示させていただいております。 

  旧小方中学校は、土地造成特別会計の財産であり、売却もしくは定期借地が原則になり

ますが、民間の事業者等に開発を委ねる場合と、道の駅として整備する場合とでは、事業

の進め方が異なり、現時点では明確な決断に至っておりません。今後は、道の駅を整備す

るための条件や手順等の研究や、民間事業者の動向等についても引き続き注視していくと

ともに、決断した際に速やかに動き出せるよう今年度に中学校跡地の地籍整理や測量に着

手することとしております。 

  また、小方新駅設置に向けての鉄道事業者との協議の状況ですが、現況の鉄道条件を勘

案した概略案を鉄道事業者に提示し、協議を継続していますが、大きく進捗している状況

にはありません。新駅設置に向けて協議を深めていくためには、小方地区のまちづくりの

方向性を踏まえ、開発事業の見込みなどを計画に反映させて協議を進めていく必要がござ

います。まちづくりの将来像を鉄道事業者に示しながら、少しずつでも前へ進めていくこ

とができるよう、引き続きまして協議を行ってまいりたいと考えております。 

  以上で、賀屋議員への答弁を終わらせていただきます。 

○議長（児玉朋也） 賀屋議員。 
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○４番（賀屋幸治） 御答弁ありがとうございました。 

  それでは、１点目の本町・白石地区の雨水排水が機能しなかったのではないかという質

問に対しまして、処理能力は約１時間当たり50ミリあると。しかしながら、それは１時間

のみの対応で、その時間を超えたもので流入した流量、降った雨については、今のお話で

は超過降雨量となったと、余分なものが降ったから処理できなかったというふうに聞こえ

るんですけども、実際に７月７日に、先ほど最大、午前２時から３時までが、これは気象

庁の発表しとるもんですけども、午前２時から３時までが38ミリで、午前３時から４時ま

でが37ミリで、この２つが非常に大きい雨量になってますから、この午前２時10分から３

時10分であれば45ミリという、10分単位の雨量はそういう形になっておりますけども、そ

の後、午前４時から５時までは11ミリ、午前５時から６時までは8.5ミリ、午前７時にな

りますと降ってないという状況で、その前も１時から２時までが23ミリ、午前12時から１

時までが11ミリという、通常よく降るなという状況の雨量でございます。そこの部分で考

えれば、本来50ミリ、１時間当たりの降雨量が50ミリで、１時間を超すともう対応できな

いんだということは理解できないんですが。50ミリ流し得る、あるいは処理し得る排水ポ

ンプ、あるいは中継ポンプを整備されてるわけですから、50ミリ以上降るんであれば当然

処理できないよねと言えるんですが、50ミリ以内で入ってくるものの処理ができないとい

う理由が、１時間しか処理はできないんだと、１時間たったら電源が切れるんだというこ

とになってるんならわかるんですが、そんなことはないはずで、継続してこれは降ってく

る雨量に対しての排水施設としての能力は発揮できるはずでございます。そういうことか

ら、ぜひとも検証してもらいたいというとこはそこにあるわけでございまして、当然、流

入の白石側の一番、最上流ですね、そこから合流管渠を通って小島の中継ポンプ場に出て、

小島中継ポンプ場から小島雨水滞水池へ出て、さらに小島の雨水排水ポンプ、一番奥にあ

る大きなポンプですけども、そこを経て海へ出ていくという経路をたどってるわけですけ

ども、その経路の中でどこに支障があるのか、なかったのか、施設の機能として万全に機

能していたのか、また運転管理として適正にマニュアルどおりに運転されていたのかどう

なのか。何かそこのどっかに原因があるんではないかということで、そこの検証をお願い

したいという中身でございますんで、ただ単に、先ほどの御答弁のように、50ミリ、１時

間降ったらもうそれ以上はできんのだというものではないと。それは河川でも、河川をつ

くるときでも設計降雨量、例えば、この河川は何ミリの雨に耐える河川にするのかという

ことで基準があって、それに沿った設計をして、それは１時間降ったらもう後は知りませ

んとかいう、そんな設計の指針ではありません。そのあたりの認識が私には理解できない

んですが、それはまた検証していただく中で確認をしていただきたいと思います。 

  白石も含めて、先ほどありましたように多くのところが浸水しておるわけでございます

けども、結果的にどこも支障がなく、問題なく、能力以上のものでやむを得なかったんだ

ということになるとしたら、今後もこの45ミリあるいは38ミリ降るたびに浸水するという

ことになるわけですよね。そのことについて、地元のほうにちゃんとその情報を提供して

いただければというふうに思うんですけども。過去に、やはりこれは気象庁のほうのデー

タでございますけども、大竹市で最大１時間雨量が一番多かったのは、先ほど壇上でも言
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いましたように、４年前の平成26年８月６日の68ミリというのが過去最大の時間降雨量で

した。10位までずっと日にちと降雨量があるんですけども、２位が67ミリ、これは2012年

７月６日、あるいは３位は62ミリという順番でずっと10位まで、10位が1991年７月ですけ

ども50ミリというふうにあります。ということは、今までこのベストテンの降った日は常

に全て冠水してるのかということはもう10回以上同じところが同じように冠水してるとい

うことになるかと思うんですが、その辺の過去のデータというものがまずあるんですか。

検証する上で過去は、何年の雨はどの範囲が、いわゆる冠水して、どれぐらい消毒作業し

たとか、そういうものがもしあればその辺も参考にして検証作業を進めていただきたいと

思うんですが、そのあたりあるのかないのかだけ、まず御願いしたいと思いますが。 

○議長（児玉朋也） 危機管理監。 

○総務課危機管理監（吉村隆宏） 過去のデータでございますが、先ほど議員がおっしゃら

れました１位から10位というのが全てそろっているかというのはここでは確認できないん

ですが、過去の冠水箇所のデータというのはございます。それを地図等に落として、どこ

が床下浸水があったとか、そういったのはこちらのほうで把握はしております。それらを

もとに検証もこれから可能ではあります。 

  以上になります。 

○議長（児玉朋也） 賀屋議員。 

○４番（賀屋幸治） 改めて過去のいろんなデータがせっかくあるわけですから、その辺も

含めた検証作業というのをぜひともやっていただきたいと思います。喉元過ぎれば熱さを

忘れるということで天気になったから、もういいやということではなしに、それは職員の

皆さんは災対本部のほうへ出られ、徹夜で作業もされ、平日勤務に戻れば日常の山ほどた

まった事務を処理していかないといけないということで、とてもじゃないけど後処理とい

うのは先送りになるというのもよく理解はできますけども、大変なことだとは思いますけ

ども、検証して次にどうつなげるかということをしておかないと同じことを繰り返す。同

じことを繰り返す中で同じように冠水して、床下浸水あるいは床上浸水、そこで住んでお

られる方の気持ちをぜひとも考えていただきたいと思います。合流区域ですから、当然、

汚水も希釈はされてますけどもきれいな水ではございませんので、そんなものが床上まで

来る、あるいは床下にとどまってる、そういう中で生活をするということがどれだけ大変

なのか、そのことの対策、対応を本気で取り組んでいただきたいというふうに思いますの

でお願いします。 

  続いて、立戸地区の汚水ますからの噴出ですけども、夕方の段階で私が現場に行ったと

きには何カ所も、たくさん汚水ますから吹いておりました。動画も後からお見せしてもい

いんですけども。結局どっから来るのかということは、先ほども壇上で話しましたように、

分流区域ですから雨水が入ってはいけない。でも現実的に吹いてるというのは、どっかか

ら雨水が流入してるということなんで。それは不明水として地下水が流入してるというこ

とであれば晴天時からその雨水が入るわけです。地下水の場合は。そうすると雨が降った

ときだけ吹くとかいうことじゃないと思うんですが、今回のように、今までもですが、雨

が降ったときだけ吹くということは、雨が直接入ってくる場所がある、そういう仕組みに
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なってる。そこをやはり徹底的に究明しないと、これはずっと処理場まで持っていっても

処理できない量になりますから。当然、どっかで放水しないといけないという状況になり

ます。処理できない水、処理しない水を分流管の施設であっても排水するということにな

りますので、この辺はやはり施設の管理者としても安全面、衛生面からしても本気で対応

していただきたいというふうに思います。 

  立戸地区の知り合いから、朝起きてみたら汚水ますの周りに汚物が散乱しておったと。

なんで汚物が、それはトイレットペーパーであるとか、ちょっと形の崩れた汚物でしょう、

散乱しとるんで、これはもう汚水ますから吹いたというのは一目瞭然なんですけども。何

で汚水ますから吹くのか、理由はわからなかったと。しかしながら、当面、車庫といいま

すか、ガレージのとこにあるんで、そこを清掃し、非常に不思議に思っていたということ

で、市のほうにも苦情は特に、汚物が出てるということについての苦情はその当日にはな

かったかとは思いますけども。そういう一般の汚水ます、家庭の汚水ますからも事実吹い

てる場所があるということは、広範囲に逆流して雨水が汚水ますから吹いているという状

況が明らかにあると。それは自分のとこの汚水がそこへ出ただけなら、時々ありますけど、

詰まって下流に流れなくてそこで吹いてしまうというのはありますけども。自分の汚物じ

ゃなしにどっから来たかわからん汚物が逆流して自分の庭に吹くわけですから、これもま

たとても我慢できない状況ではないかなと。そういうのが何件あるのか、どの範囲なのか、

そういうことも含めてやはりよく調査もし、検証してもらいたいというふうに思うんです

けども。その辺で先ほどの流入する雨水を、どこからかというのはある程度絞り込みとい

うのはできるんではないかと思うんです。玖波第２汚水中継ポンプ場というのが恵川橋の

向こう側にありますけども、それを通して、これは恵川橋から東側といいますか、北側と

いいますか、の区域の汚水の処理を、川を超えないといけませんからポンプで一旦上に上

げて、それでずっと２号線沿いを圧送して、大膳川の左岸側、広島側に玖波第１ポンプ場

というのがあります。そこでまた湯舟とか玖波４丁目とか、そういう地域の汚水と第１ポ

ンプ場から送られた汚水と一緒にポンプアップして、大膳川を渡ると。今度は小方地区の

汚水を含めて小方の汚水中継ポンプ場に入ってきます。ポンプ場が３つあるわけで、その

ポンプ場の送水量、それが晴天時と雨天時とどれぐらい差があるのかというのを確認すれ

ば、どこの区域で雨水の流入が多いのか、あるのかないのかというのはすぐにでもわかる

んではないかというふうに思います。区域を絞っていって、それから今度はその区域で管

線のマンホール、雨が降る日に管線のマンホールを特定してあけていけば、このマンホー

ルは正常だと、このマンホールはえらい雨水が流入しとるということであれば、その管線

の上流が入ってくるところがあるという形で、だんだん絞っていけるわけです。それは調

査すれば容易にわかる話と思うんですけども、そのことをやっていかない限りにはどっか

ら入ってくるかというのはわかりません。わかればその対応もできると思うし、していか

なければいけないというふうに思います。ということで、考えられるのは家庭内の排水設

備、これは以前からも指摘しておりますように本来汚水しか汚水ますには入れてはいけな

いんですけども、家庭の中で、例えば、排水能力が悪いといいますか、排水先が非常に難

しいとかいう家庭、宅地があればその汚水ますをあければ幾らでもそこへ水が引いていく
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わけですから。あるいは家庭内の雨水ますと汚水ますを接続してしまうとか、いわゆる誤

接と言いますけども、そういうことが家庭の中で、この区域の中であるんではないかと、

そのことをつぶさに調査していかない限りこの問題は解決しません。つまり、玖波や、あ

るいは小方の雨水が立戸地区で吹くわけです。立戸地区に流入していくわけです。それは

分水流からいったら、本来、立戸地区に入ってはいけない雨水が立戸地区に流れて、立戸

地区が浸水する、冠水する、汚水ますが吹くということですから。これは立戸の皆さん聞

いたら腹立てると思うんですが。そういうことも長い間ずっと放置されております。この

ことをぜひ、先延ばしをするんでなしに、調査し、原因究明をしていただきたいというふ

うに思います。先ほどの答弁では、その思いは伝わった答弁になっておるというふうに理

解しますけども、ぜひともこの調査について確約をお願いしたいと思います。 

  続いて、１件目の最後ですけども、立戸４丁目の排水ポンプの件でございますけども、

雨が上がった後も現地のほうへ行ってみますと、やはり冠水の跡が２件のお宅の床上まで、

ここまで来たんよという浸水した跡がはっきり残っておりました。御本人たちが、雨が降

るたんびに、低いんじゃけえという、もう諦めムードの感じではございましたけども、決

して降るたびにそのお宅だけが犠牲になるということを許してはいけないんではないかと

いうふうに強く感じたわけですが、高齢者のお宅でしたから後何年ここへ住み続けられる

かわからんというような感じでもありますけども、少なくとも問題はそこへずっと発生し、

対策としては壇上でも言いましたように強制排水という方法は、立戸３丁目でもやっとる

わけですから、今回も現地へ行きますと、仮設のポンプと発電機がずっと置いてありまし

た。そこへずっと置いていないといけないということは、そこは必要だということですか

ら、ぜひともそのあたりを常設の排水ポンプをつくっていただきたいというふうに思いま

す。スペースとしては立戸３丁目よりむしろちょっと広いぐらい、水路のスペースがあり

ますんで、構造的にといいますか、技術的に可能ではないかなというふうに思います。ぜ

ひとも設置に向けて検討をお願いしたいというふうに思います。そのことについて担当課

のほうから何かお答えがあればお願いしたいと思うんですが。 

○議長（児玉朋也） 土木課長。 

○土木課長（古賀正則） 登壇での質問にお答えしましたとおり、今回、地元の方の情報提

供により、東側の水路から低地を伝って水が流入したということが原因ということで一旦

分析しておりますので、まずはそこの流入を抑制するということを検討させていただき、

実を言いますと、その後の台風対策においては事前に土のうを了解いただきながら積まさ

せていただいて、対応が何かできないかということで前回７月の豪雨以降取り組みを進め

ております。当然、強制排水することによって対応ということも当然ゼロではないと思い

ますが、まずはこれまで行ってきたＪＲ大竹駅西側からの流入を抑制、今度は東側からの

流入を抑制という形を順を追ってまず対応させていただきながら、当然、強制排水という

ことも、検討もゼロではないということで対応を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（児玉朋也） 賀屋議員。 

○４番（賀屋幸治） 今の御答弁では、要するに今回の雨は隣の水路から流入したやつが入

ったんで、本来、入ってはいけないとこから入ったんでそこを対策すれば大丈夫じゃない
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かということでございますけども、あの一帯は、当然、低地でございまして、通常の排水

は御幸排水路、今の三菱ケミカルの中にある滞水池、そこへ行ってる川が立戸川といいま

すか、あるわけですけども、そこは今は２車線の道路に改良して、その下にもとあった水

路といいますか、川をボックスにして、上を道路で使ってるわけでございますけども、そ

この川が満水になる。要するに上流からの水で、下流ではポンプアップもするわけですけ

ども、非常に大きな雨が降るときには間に合わず、上流になって立戸２丁目、３丁目あた

りがつかっていくという傾向になるんですけども、そういう状態のときに、当然、今の立

戸４丁目の低地からの水路は、その本線の川につながってあるんで逆流します。その逆流

を防ぐためにあそこにはフラップゲートといって、逆流しない弁がついてるんですけども、

それは本線側の水位が上がったら弁が閉まってしまって、内側の内水は排水できません。

できないということはそこはもうプール状態になる。降った雨は強制的に出さない限りに

は出ていかない、そういう状況なんですよね。ですから、今の答弁でいえば入ってくるも

のを抑制しても隣の水路からの分はできるかもわからんけども、その地域に降った雨は排

水先がない状況で、どうしてもポンプが要るんです。だからこそ仮設のポンプがあっこは

置いてある。そこの対策をずっとこのままでいいのかということを申し上げてるんであっ

て、以前、玖波１丁目の恵川橋の西側で、やはり低地で、いつも雨が降るたびにつかると

いうところがありまして、そこは雨が降るたびに大きな発電機とポンプを、仮設のやつを

リースして設置し、１カ月ぐらい、リース代というのは１カ月単位ですから、１カ月くら

い置いておる。それが１カ月で済めばいいんですけども、一旦のけて、また今度は台風来

る、それに合わせてまた持ってきて置く。それをずっと繰り返しとったわけですけども、

非常に効率が悪いし、管理するのも大変、お金もかかるということで、その水路のＪＲ側

のとこに排水ポンプをつけましたよね。そのことによってそこは解決したと。先ほど壇上

で話しました立戸３丁目の、個人の名前を言って申しわけなかったんですけども、・・宅

前というのは、本当毎回雨が降るたんびに皆さんが出て行って土のうを積んで、また雨が

やんだら土のうを引き上げる。その繰り返し、また排水ポンプを仮設であっこへ持ってい

く。あるいはそれが間に合わんときには消防団が、いわゆるポンプ車を持ってって排水す

ると。そういうことがずっと行われてきました。しかし、さっき冒頭で言いました小方の

自動排水ポンプを設置して以降そういうことはない。やはりどこに金を投資するか、必要

なとこからやはり投資していただきたいなというふうに思います。同じことをずっと繰り

返せばいいという問題じゃなしに、そこを検証してどういうふうに改善できるのかどうな

のかということは、本当に真剣に考えていただきたいというふうに思います。今までこう

だからこうよというんではないと思うんですが。そのあたりよろしくお願いします。それ

では、排水関係のほうについてはそれぐらいにしときます。 

  続いて、玖波駅の件でございますけども、当然、ＪＲとの協議というのもしていくわけ

ですけども、トイレの利用について以前からのそういう地元の要望で、駅を利用する人、

あるいはこいこいバスを利用する人、特に高齢者の方で寒いときにトイレが間に合わない

状況のときに、あの周りのお宅にトイレをかしてくれというふうに、何件も話は聞いてま

す。来られれば嫌とは言えませんから、どうぞどうぞと言うわけですけども、本来、駅舎
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にトイレがあったと。最初からないんならそれはしょうがない、あったんですがそれをＪ

Ｒの都合で閉鎖したと。その閉鎖をするときに地元にも話はないし、役所のほうに話があ

ったかどうかわかりません。役所のほうにもし話があったということであれば、それを地

元のほうに流してほしかったなというふうに思います。そういう経過の中で、ぜひともＪ

Ｒのトイレをもう一回あけてほしいという要望が地元からかなりあります。ことしの議会

報告会の中でも玖波地区で昨年、一昨年、同様に玖波駅のトイレの要望があったというふ

うに聞いております。何ぼ言っても前へ進まんよねということもあって、今回改めてこの

一般質問でトイレの話も、この交通広場の整備に合わせてさせてもらうわけですけども、

最初はあそこタクシーの運転手さんなんか当然時間待ちをするわけで、トイレに行きたく

なると。外にあったトイレは今まで使いよったんじゃけど使えないんで、駅員さんとも毎

日顔なじみなんで、ちょっと中のトイレ使わしてとかいうことで、ええよええよいうこと

で、いわゆるタクシーの運転手さんやこいこいバスの運転手さんなんかは顔パスで中のト

イレも使えるというふうに聞いてますけども、じゃあ一般の方が表のトイレがないんでち

ょっと中のトイレ使わせてと言ったら、入場券を買ってくださいというふうに、この前も

言われたと。ということは、140円の入場券を払ってホームの中のトイレに行くと。沿線

のＪＲの駅をずっと見ますと、トイレというのは待合室側、ホーム側じゃなしに外側に全

部ついてあるわけです。それは、待合室で待っとる間にトイレを使う頻度が高い。電車が

到着する時刻に合わせてホームのほうに出るわけですから。初めからホームのほうに出て

ずっと待っとるということよりも、待合室で座って待っときながら、その間にトイレが必

要になってくる。ということは、ホームの中よりホームの外に本来ある、そういう状況で

この沿線の、ＪＲの駅舎には外に全部あります。西口側は外にあるんです。東口側はあっ

たものを閉鎖しとる。その閉鎖した理由は、聞きますと、昔の施設ですから男女が共用し

て使えるような、一部屋の中に男子便器と、いわゆる大便用のトイレ、それは当然、戸が

ついてるわけですけども、鍵もかかるわけです。それが一つの、どうでしょう４畳半かぐ

らいの大きさの中にあるんで、そこへ、例えば男性が使用しているときに女性が入りにく

い。女性が入った後に男性も入りにくいと。それは女性は鍵を閉めて使うわけですけども。

そういう同じ場所で共用されたトイレということは、非常に安全上問題があるという判断

で閉鎖しましたというふうにＪＲ側は言っておりました。じゃあ、なぜ今までそういう問

題があるトイレを放置して、西口側が開通し、それに合わせて東口側は危ないけ、閉鎖す

る。ちょっと理屈に合わんと思うんですが。もともと東口が、そういう形で共用トイレで

安全上問題があるというんなら、その段階で、認識した段階で閉鎖するべきですよね。そ

の閉鎖するのが西口側ができて、新しくできたから東口側を閉鎖する。そういうふうにし

か思えないんですけども。そのことによって非常に地元の方、あるいは駅を利用する方、

こいこいバスを利用する方、そういう方に非常に不便をかけとるということで、これは放

っておくと毎回のように地元から声上がってきますんで、できるだけ、先ほど答弁の中に

は玖波のまちづくり構想というものをまずつくって、それの中でＪＲと協議し、駅前広場、

交通広場としての整備の考え方を示して理解をしてもらうという話でございましたけども、

手順としてはそうでしょうけども、できるだけそのことが早く実現するようにお願いして
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おきたいと思います。 

  ＪＲのほうとは大竹駅の今年度協定を結び、大竹駅舎の整備に入る、あるいは自由通路

の整備に入るということで、非常に一番大事な時期で、ＪＲ側としてもあわせて玖波駅の

ことを言うてくるなよという思いがあるかもわかりませんけども、協定書が締結されます

と、今度は実施に向けて淡々と事業を進めていくだけでございます。問題は協定書をつく

るまでが非常に困難で時間がかかるということでございますんで、これがもう結ばれると

いうことで、仮に結ばれたということになれば、それ以降は玖波駅、あるいは小方駅の話

も協議を進めていってもらいたいというふうに思うわけでございますが、玖波駅も大竹市

でいえば、大竹市の東側の玄関、大竹市には今２つしか駅ございませんので、まず、玖波

駅におり立ったときに今の状況ですと、駅前の整備というのがどこの駅よりも随分おくれ

ている。田舎だなと、ちょっとさびれてるなというふうに感じると思うんですけども。と

いうのはほかのこの周りの駅舎、あるいは駅前が随分みんな整備されて、みんなモダンに

なって、当然エレベーターもついて、駅舎もよくなって、改良されていっとるわけですが、

この沿線で玖波駅だけが取り残されているという状況です。そのことも含めて大竹市とし

て玖波駅東口側の玄関として、大竹駅もよくなるわけですし、玖波駅をこのまま置いとく

ということではなしに進めていってもらいたいというふうに思います。 

  続いて、小方まちづくりの件ですけども、まだ具体的な話は出てきてないと、進んでな

いということでございますけども、以前報告を受ける中では、いわゆる道の駅を誘致して

はというのが１つの候補に挙がってたというふうに思いますけども、道の駅ということに

なれば、当然、国交省との協議も、相手方としてメーンになってくると思うんですけども、

そのあたり国交省と道の駅についての話というのは、もし報告していただけるんであれば、

どの程度あるのかないのかということをまずお尋ねしたいと思います。 

○議長（児玉朋也） 企画財政課長。 

○企画財政課長（三原尚美） 昨年の検討をする中で、道の駅というものが出てまいりまし

たので、その際、広島県にございます国の機関と、担当の方とお話をさせていただきまし

た。まだその段階で、大体事業期間が５年ぐらいかかるんだよとか、やる場合は道の駅部

会というものを設置しなければいけないんだよとか、そういった手続の最初の部分、イロ

ハのイというところになろうかと思うんですけど、そういうところをお伺いしたという状

況でございます。 

○議長（児玉朋也） 賀屋議員。 

○４番（賀屋幸治） ありがとうございます。 

  １つの事業を展開しようと思えば、関係各位、大変な協議を進めていくという上でハー

ドルがたくさんある、また時間もかかるということでございますので、そこは理解いたし

ますけども、この小方地区のまちづくりにおいて質問にも上げておりますけども、ＪＲ小

方新駅のところが、以前にも質問を何回もさせていただいておりますけども、駅の話が決

まるのが早いのか、まちづくりの話が決まるのが早いのか、卵が早いか鶏が早いかという

話であろうというふうに思います。進出してこようと意欲が仮にある事業者がいたとすれ

ば、必ず駅はいつできるんですか。駅ありきで進出する事業者がどういうものを持ってく
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るかという、セットでの話の構想をつくってくるわけでございますけども。まだ駅がいつ

になるかわかりませんという話になりますと、まだ時期尚早ですねと、まだ我が社では今

は考えられませんねということで、かなり有力な事業者がおられても、駅の話がある程度

具体的な、例えば、四、五年後ぐらいには何とかなると思うんですがとか、ある程度ＪＲ

側との協議が進むその過程で理解を得られるようなことが進んでいるということでないと、

相当の投資をしてここへ出てこようという企業は、それこそ10年先、15年先、いつになる、

どうなるかわからんようなのは今ごろ事業計画をつくりましょうということにはなかなか

ならないということで、ＪＲのほうにも当然どういうものが来て、どういうまちづくりに

なるから、乗降客が見込める、あるいは見込めない。見込めるからじゃあ請願駅として駅

設置を進めていきましょうというふうにＪＲは言うと思うんですけども。そうじゃなしに、

ＪＲとしても駅ありきで事業者が、進出事業者が決まる可能性が高いんですよということ

もよく理解してもらいながら、できればＪＲと一緒になって開発計画をつくっていくとい

う、そういうことが必要ではないかなと。そういう例はたくさんありますんで、ＪＲのほ

うがむしろ指導して開発計画をつくって、それに募集すると、事業者を募集すると。そう

いう一体化の話というのをしっかり勉強といいますか、情報を集めていただいて、ＪＲの

ほうとも協議を前に進めていただきたいというふうに思います。そうしないといつまでた

ってもこのまちは、この小方の小中学校の跡地が草ぼうぼうのままで、今、草が生えとる

かどうかあれですけども、草が生えれば草刈りもせないけませんよね。管理をしないとい

けない。そういうこともありますんで、できるだけ早くめどをつけていただきたいなと、

それは私だけじゃなしにここにおられる皆さん同じ思いではないかというふうに思います

んで、しっかり市長さんもこの４期目、かなり思い切ったことができるんじゃないかなと

いうふうに思いますんで、ぜひ、それに向けて取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。市長さんに最後何か、今のことで思いがあれば。 

○議長（児玉朋也） 市長。 

○市長（入山欣郎） 議員のほうは過去にも取り組んでこられた実績もおありで、物事の問

題点、よく御理解の上の御質問よくわかります。ディベロッパーに、民間にお願いして、

小方小中学校の跡地開発をしようとすれば、小方駅というものがないとなかなか民間の方

が飛びついてくれないという大変難しい問題がございます。まちを魅力的にいいまちにす

るために大変大きなテーマだというふうに思います。早くに実現するにはまず第一に大竹

駅、早くに解決し、それから次に積極的に取り組んでいきたいという気持ちを私自身も持

っておりますので、どうか御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（児玉朋也） 賀屋議員。 

○４番（賀屋幸治） ありがとうございます。最後に市長さんの前向きな考えを出していた

だきましたんで、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（児玉朋也） 続いて15番、山本孝三議員。 

〔15番 山本孝三議員 登壇〕 
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○15番（山本孝三） ２番手の山本でございます。御承知のように６月の末から７月の初め

にかけまして西日本豪雨災害と言われる大変な災害がありまして、多くの犠牲者、被災者

の皆さんがいまだに生活再建への苦労をなされております。心からこの場からお悔やみ、

お見舞いを申し上げます。 

  さて、今回の豪雨災害は多様な災害の様相を示しました。土砂崩れ、河川の氾濫、洪水、

土砂排水対策、そしてまた避難のあり方、情報の提供のあり方、避難所設置や勧告指示の

判断、住民への伝達のありよう、そして社会的に弱い立場にある障害者や介護重度の方へ

の支援、避難所への誘導など、多くの課題を提起しております。今回の豪雨災害が今後に

どう生かされるのか、その課題、教訓を改めてこの機会に考えていかなければならないと

思っております。 

  私は本席でこうした災害の中で今注目されているのはダムの放流にかかわって２次災害

が発生した市町村があります。そして、ダムの放流により多くの犠牲者、被災者を出した

ということも連日のように新聞紙上で報道されております。 

  大竹市域には性格の違うダムが３つあります。管理者も異なります。その１つが渡ノ瀬

ダムでございますが、これは中国電力が管理し、ダムの貯水も放流も小瀬川ダムや弥栄ダ

ムとは異なるのではないかというふうに私は思っております。また、県が管理をする小瀬

川ダム、このダムの操作や管理規程、私どもはつぶさに知ることができません。一番下流

にある弥栄ダムの放流に関しましては、いつの機会か私もダム操作についての問題点を質

問した際に、議会としても弥栄ダムにお邪魔して、ダム操作の規程、その他についての説

明を受けた経緯がございますが、その後、この弥栄ダムの放流に関しての規定はどのよう

に改正されたのか、ダム放流による下流住民の犠牲者、被災者を出さないためにも今回の

西日本各地で発生したダム放流による問題点を検証しながら大竹市民の安心・安全のため

のダム対策を考える必要があるというふうに思います。本席ではまず、ダムの操作、放流

規程、この点についてお伺いしたいと思います。 

  そこで、ダムの管理者による放流に際しては、大竹市はどのような連絡、通知、それを

受けての対応をなさるのかお聞かせください。 

  また、放流が開始されたという時点で、下流住民への周知の責任はどこにあるのか、伝

えられるとこによりますと、それはダム管理者にあると。市町村にはないんだということ

で、今回の西日本災害の問題の中に義務がないから市町村は住民には放流を周知しないと、

このようなことが大きな問題になっております。大竹市ではどうであったのか、お聞かせ

ください。 

  それで、放流による河川の護岸の強度の問題が大きな、今、政治問題になっております。

ダムから一気に放流すれば、下流の護岸がその水勢に耐えられるのか、水位に耐えられる

のか、このことが問題になっております。大竹市では聞くところによると、小瀬川河川の

一部区間で強度不足が問題とされて、国交省ではその強度の回復のための事業予定を持っ

ておるようですが、現状はどうなっておるのか、市としてはこの護岸強度のためにどんな

関係機関への働きかけをなさっておるのかお聞かせをお願いします。 

  それで、このダムの、性格の違う３つのダムに関連して、市としては今回の西日本災害
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の状況を踏まえ、ダムによる２次災害、こういうことを踏まえての対応を具体的になさっ

ておるのか、また必要な検討をなさっておるのか、このことを聞かせていただきたいと思

います。 

  ２つ目の問題に入りますが、最近、岩国市の米軍基地の移駐が完了しまして、120基と

いう、従来からいえば倍に当たる米軍機が駐留して、連日騒音を振りまきながら訓練をい

たしております。私は、この米軍基地に関する米軍機の大竹市空域での訓練のありよう、

また、そのことを踏まえた各市町村や県段階、こういう機関の取り組みも合わせて大竹の

市民が安心・安全な日常生活が送れるような、しっかりした取り組みを入山市長にお願い

したいと思っております。そのことが、ただいまから市長に質問をする内容の基本でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

  ことし７月27日に全国知事会は、米軍が勝手気ままに全国各地で低空飛行をやって、住

民に負担を与え、不安を与えているのは問題だと。この実態は、日米安全保障条約、それ

に基づく日米地位協定に大きな根拠がある。だから日米地位を抜本的に見直すべきだとい

うことを全会一致で決議して、安倍自公政権に提案いたしております。また、５月には、

中国知事会も同様な趣旨で低空飛行の中止を防衛省に申し入れをいたしました。日米地位

協定という問題ですが、日本では国内法が原則として米軍には適用されない、米軍の訓練

や演習は規制ができない、警察権なども行使できない状態が日米地位協定で定められてお

る。ここに大きな問題があるということが指摘されております。 

  1999年、20年前になりますが、日本政府と米軍は、訓練は日本の航空法と同じ高度規制、

人口密集地では高度300メートル、その他では150メートルを適用すると、学校、病院など

の建物に妥当な考慮を払うなどの日米合意を結びました。しかし実際は、この合意事項も

守られていないのが現状です。 

  また、岩国市、山口県岩国基地などでつくられている岩国日米協議会では、盆の15日か

ら16日は米軍機は飛ばないと、深夜にわたる訓練はしないというふうなことが確認されて

おりますけれども、この確認事項も事実上は形骸化していると岩国市基地対策課でも不満

の声を上げておられます。また、米軍ヘリがことしに入って高度80メートルでカキいかだ

が密集する廿日市市街地沖合を訓練飛行したことについて、広島県知事も大きな不満を表

明されました。 

  ８月24日、中国四国防衛局に、また広島県庁を訪れられた低空飛行解析センターという

のがあるそうですが、この解析センターの代表者、大野智久氏ですが、日本共産党の広島

県議会の議員である辻つねお氏らがこの問題について防衛省中国四国局、広島県庁を訪れ

て、具体的な高度に関する事実関係を厳しく追及もし、低空飛行をやめるように申し入れ

をされたということが報道されました。このことについて県のほうは、具体的な事実があ

れば米軍の説明や言い分をうのみにしないで事実に基づいて対応するという回答をされた

そうです。 

  また、日米地位協定に基づく、我々が心配する問題の中に、あくびをして質問を聞きな

さんな、失礼じゃないですか。米軍の犯罪の問題です。日本平和委員会が情報公開請求に

よってその資料をもとに昨年１年間の米軍関係者による刑法犯の起訴情報、これは全国の
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自治体ですが、調査をしてその結果をまとめた資料がございますが、これによると、米軍

による強制わいせつ、強制性交、傷害、暴行などが起訴されたものが15件、不起訴になっ

たのが72件、起訴率はわずか17.2％だと言われます。また、自動車による過失致死傷害、

起訴されたものが24件、不起訴が145件、わずか14.2％。こういう状況も日米地位協定が

背景にあるからではないでしょうか。 

  そこで私は、入山市長に思いを率直に申し上げたいんですが、全国知事会も、中国知事

会も、また多くの市町村の間でこの日米地位協定の抜本的な改定をやってほしいと、60年

間近くも一度もこの改定に取り組んだことのない政府に対し強く申し入れるべきではない

かと、こういうことを入山市長にもこの場で申し上げたいんですが、市長の思いなり、こ

れからの取り組むべき姿勢を聞かせてもらいたいと思うんです。ただ、入山市長は、これ

までも原水爆禁止に関しましては、その都度実験を実施したアメリカであろうが中国であ

ろうがソ連であろうが、抗議の姿勢を示し、抗議電報を発しておられます。また、せんだ

っては米軍機の岩国基地での訓練をグアムでやってもらいたいというふうなことを毅然と

して申し入れをされました。こういう姿勢を持続発展的に今後も市民に示してもらい、多

くの皆さんが心配される騒音、あるいは航空機事故、犯罪、こういうことに対する地域住

民の不安払拭のためにも大いなる力を発揮していただきたいというふうに願っております

けれども、市長の所見をお聞かせ願いたいと思います。 

  登壇をしての質問は以上で終わりますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（児玉朋也） 市長。 

〔市長 入山欣郎 登壇〕 

○市長（入山欣郎） 各地での豪雨を目の当たりにいたしまして、これまでの経験や想定で

は対応が難しい自然環境になってきていると強く感じております。幸いにも本市で人的被

害がなかったのは、先人の皆様方が早くからダム建設や急傾斜地対策、また、さまざまな

防災対策を講じてくださった、安全なまちをつくってくださったおかげだというふうに思

っております。国からの情報によりますと、７月豪雨においても弥栄ダムの放流調整によ

り小瀬川の小川津水位観測所での推移は約2.4メートル下がり、氾濫被害を防いだと推定

されております。小瀬川ダム、弥栄ダムの治水機能により、未然に災害が防がれてきたこ

とに感謝したいと思います。御質問いただきありがとうございます。 

  それでは、山本議員の御質問にお答えいたします。 

  １点目のダム放流による災害を防ぐための対応についてでございます。 

  まず、小瀬川上流に位置する３つのダムの放流に関する操作規程についてでございます

が、この３つのダムは、洪水調整機能等の治水と上水道や工業用水などの利水を目的とす

る多目的ダムの弥栄ダムと小瀬川ダム、発電用の利水のみを目的とする渡ノ瀬ダムとなり

ます。これらのダムはそれぞれ、弥栄ダムは国土交通省、小瀬川ダムは広島県と山口県、

渡ノ瀬ダムは中国電力が管理しており、各ダムにおいて洪水時などの操作規程が定められ

ており、平常時、洪水時の管理運用がされています。また、それらの情報につきましては、

毎年、小瀬川水系３ダム会議や小瀬川減災対策協議会において、各ダム管理者から流域の

行政機関や関連企業に対し、制度運用の説明や情報交換を行っているところでございます。 
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  次に、ダムの放流操作に関する管理者から、本市及び下流の住民への周知方法、市の対

応についてでございます。小瀬川ダムや弥栄ダムからの放流では、洪水調整に入り一定量

の放流を行う前には、小瀬川河川沿いにあります警報設備によりサイレンを吹鳴するとと

もに、吹鳴されているかどうか実際に確認しながら下流に向けてパトロールを行っている

とのことでございます。渡ノ瀬ダムの放流操作前には、上流から順次、下流にかけてサイ

レンを吹鳴し、同時に広報車を出して周知するとのことでございます。また、小瀬川にお

いては弥栄ダムの下流２カ所に水位計が設けられており、市にはダムの放流情報や河川水

位情報が逐次、入電されてきます。これらを受け、市で定めている避難情報の発令基準に

到達する場合には、防災行政無線、防災メール、ホームページで市民の皆様に周知すると

ともに各自治会長にも報告を入れることとしております。また、状況によって警察や消防

車輌、市の公用車で広報することとしています。 

  続いて、小瀬川護岸の整備についてでございます。 

  平成27年に国が策定した小瀬川水系河川整備計画では、今後、堤防を築く必要がある箇

所は、両岸で400メートルあり、大竹市側に当たる左岸では、比作地区の下流に200メート

ルとなっています。この区域の整備につきましては、小瀬川総合整備促進協議会の一員と

して、堤防の高さや断面を確保していただくよう、継続的に要望しているところでござい

ます。 

  なお、整備のスケジュールは、国土交通省太田川河川事務所からは、来年度以降に順次、

整備する予定と伺っております。早期整備に向け、引き続き要望していきたいと考えてお

りますので御理解をお願いいたします。 

  ２点目の岩国基地問題についてです。 

  日米合同委員会協議において公表された低空飛行訓練についての合意事項が守られてい

ないとの御質問につきまして、本市としても低空飛行による市街地や工場地帯への被害は

最大限避けなければならないと認識しており、それらに伴う騒音も重大な問題であると考

えています。機会あるごとに防衛省を通じて米軍に市街地上空の飛行回避や騒音の低減に

ついて要望していることでもあり、今後もこの姿勢は変わるものではございません。 

  次に、日米地位協定については、全国知事会が日米両政府に対して、見直しを提言され

ています。日米安全保障にかかわる重大な事案でもあり、市長会で取り上げるにいたしま

しても、各市長と慎重に検討していかなければならないと考えております。また、岩国日

米協議会での確認事項について、隣接する本市にも影響が出ることから遵守を求めていく

必要があるとの御指摘です。確認事項にあります、盆の期間中の飛行自粛等については、

その期間に航空機の飛行があったことは、騒音計測値を見ても明らかとなっております。

日本の風習や日本人の思いを尊重し、配慮がないとの思いは常に抱いており、防衛省とし

て確認した事項については、適切な運営を求めてまいりたいというふうに考えております。 

  日々の生活において、騒音等が大変な御負担になっていること、大竹市民の皆さん方が

我慢されていること十分に認識いたしております。再編交付金は年限の定められた財源で

ありますが、これからもしっかりと地域の声を耳に傾けながら行政として何ができるのか、

皆様と一緒に考えてまいりたいと思っております。 
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  以上で、山本議員への答弁を終わらせていただきます。 

○議長（児玉朋也） 山本議員。 

○15番（山本孝三） 非常に端的でわかりやすい答弁ありがとうございます。 

  それで、重ねてお伺いするんですが、ダムの操作規程、放流時における管理者の判断基

準、こういうようなものはそれぞれのダムの関係者、国なら国、県なら県、中電なら中電

のほうからその操作規程になる細目については大竹市ではもらってるんですか。手元にあ

ります。あればどういうことになっとるかということをお聞かせください。放流時にどう

いう判断で放流するんかというあたりを聞かせてもらいたいんです。 

  それで、問題なのは、自然災害というのは今までの経験則を超えて、予想しがたい状況

で災害が起きるんです。だから、それを未然に防ぐ上では、何を基準にしてダムの操作を

やるかということになれば、人命第一なんです。犠牲者を出さないと、下流住民に。ここ

がダム操作規程の中でどのように位置づけられとるかということを、私は基本に考えるべ

きだと。やれその電力の供給ができんようになるとか、工業用水の供給が減少するけえ困

るとか、そんなことは第二義的なことだと。このダム操作の基本を人命尊重というところ

に置くかどうかが今、政治で問われとると思うんです。そのことが現行の国や県、中電の

ダム操作規程の中にどのように規定条項として定められておるかどうかということをまず

明らかにした上で、そこのところを今後の対応としてしっかりと各関係ダムの管理者、操

作規程に反映するように、市としてはやってほしいと、こういうふうに私は思うんです。 

  1927年でしたか、小瀬川ダムに流入した、流入量を、もう川のような状態になって、自

然流水だというようなことで、小瀬川のダムの放流について問題になったことがあるでし

ょう。それから、皆さんがおっしゃるのは、確かにダムを放流するときにサイレンを鳴ら

すかもわからん。しかし、それは住民には徹底しないじゃない。大竹市の場合もそうです

よ。大和橋の下流に電光掲示板があります。私は心配やからあそこへ１時間半か２時間置

きに土手上がってあこまで行くんです。それで小瀬川の水位を見ながら、どこまで放流を

続けるんか、どうなっとるんかいうことを心配するんですが、一般住民の人に電光掲示板

見に来いとは言われんからね。じゃあ大竹市が先ほどの答弁では、広報車を出して住民に

周知する方法をとったとか、サイレンを吹鳴したとか、こうおっしゃるが、この周知伝達

がどこまでいっとるかということを確認されにゃだめでしょう。形だけやっただけじゃ。 

  それで、これは一つの私は学ぶべきことだと思うんですが、たまたまこの７月の６、７、

８、大竹市も経験せんような長雨が続きまして、全市的に避難勧告が出たことがあります、

私も新町に住んでおるんで、初めての経験で、どうしたもんじゃろうかということを心配

しよったら、新町の自治会の防災班が広報車出して、避難勧告が出ましたと、お年寄りや

体の不自由な人は早目に準備してください、避難所は大竹会館ですよということを町内を

何回も広報車で回ってもらいました。 

  これは私も自分のことを言って恥ずかしいようですが、私が自治会長のときに自主防災

組織を立ち上げて、大竹市の国交省によるハザードマップでは、小瀬川の河床よりか５メ

ートルも新町３丁目の地盤は低いと、だから一旦堤防が切れたり、浸水が始まると５メー

トルの水深に新町３丁目地区はなる。こういうことをよく自治会の席でも話をしたり、こ
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のことを周知して、地域の防災組織に機能を発展させるように努めなきゃいかんというよ

うなことを取り組んできた経験があるんですが、このことを踏まえて、先般、議会として

報告会をやりました。私も３回以上出席しましたが、どこの会場でも周知不徹底という不

満が大きかったんです。なぜ、広報車を出してくれんかと、栗谷でも小瀬川の放流やった

らサイレン鳴らすや言うてもうちらのほうへ聞こえやせんじゃない。いつ放流を初めてど

ういう状況なのかが全然情報はわしらにはわかりゃせんという不満の声が参加者から幾人

も出ましたよ。ですから、こういうことも、どうしたらそういう周知ができるかどうかい

うようなことを今回の経験を踏まえてその対応をやっぱり考えるということが大事じゃな

いかいうことを申し上げたいんです。機械的にすぐこうせえああせえいうようなことはな

かなか簡単ではありませんので、今回の災害の教訓を生かしてもらいたいということを重

ねてお願いしておきたいんですが。 

  危機管理監、それから土木課長、悪いところは悪いようにお願いをしよるいうことなら、

その関係機関の返事はどうなんだ、いつごろにはやるいうことになりましたとか、そうい

うことを聞かせてもらいたいんでね。もう一回答弁お願いします。 

  それから、基地の問題なんですが、市長はその都度関係機関には申し入れもしたし、要

望もするということですが、市長も今回当選されて４期目ですから、広島県市長会でも中

国市長会でも全国市長会でも、大竹市の入山市長ここにありという存在感を持っておられ

る、実績をお持ちのはずですから、こういう機会に県知事、全国知事会に合わせて市長会

でも国への働きかけを提案すると、そういう気概、思いを一つ示してもらいたいと思うん

ですが。 

  それからまた大竹市だけが何ぼ踏ん張っても、防衛省や政府のほうはそう簡単に動いて

はくれないというのが今までの実態ですから、やっぱり関係自治体なり、広島県の知事、

あるいは市長、こういったところの協力等も含めて、全県的な取り組みになるような、一

つプレイを、市長一つやってほしいと思うんですが、その辺の意気込みを聞かせてもらえ

たらと思うんです。 

  答弁、よろしくお願いします。これでもう質問時間がありませんので終わりますから。 

○議長（児玉朋也） 危機管理監。 

○総務課危機管理監（吉村隆宏） まず、ダム操作についての御質問でございます。ダムに

ついては先ほど説明をしたように、大竹市域小瀬川の上流には３つのダムがございます。

そのダム全てをここでお答えするというのはなかなか難しいものとなりますので、詳細に

ついてはまた後ほど、防災等の担当のほうからでも御説明させていただきたいと思います

が、簡単に弥栄ダムについての操作方法を申し上げますと、弥栄ダムでは、雨が降り初め

まして、ダムの流入量が毎秒300立米を超えた時点でダム調整を行うという操作に入って

まいります。その時点ではダム調整は行わずに、流入量と等しい水量を放流しているとい

う状況です。次に、300立米から2,600立米を超えると、ダムの洪水調整という形に入って

まいります。そのときには空き容量等を利用しましてダムの中に貯留をしていくという操

作に入ります。それ以上、2,600立米を超えるような、非常に大きな洪水になりますと、

なかなかダムに貯留することが難しいということで、流入量と等しいような状況の放流を
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行っていくという操作を行っていると聞いております。これらにつきましては、先ほども

説明の中にありました小瀬川ダム水系３ダム会議または小瀬川減災対策協議会等において

逐次情報提供していただいておりますし、こちらのほうからも要望等を出してまいること

もできますので、そういったところで調整は可能となっております。 

  次に、ダム放流時等の住民の周知についてでございますが、小瀬川に関しましてですが、

こちらは一級河川であるために弥栄ダムを初め、小瀬川の水位を国が管理しております。

水位の状況は逐次国から市のほうにも入ってまいるわけですが、ダムの放流以外にも周り

の雨水流入等で河川は増水をしていきます。これら水位が高まり氾濫する危険がある場合

には、これエリアメールという形になるんですが、大竹市域全域に携帯を持っている方、

これ全ての方に自動で危険情報が入るようになってる仕組みでございます。そうなれば、

当然テレビやラジオでも一斉にその情報が流れるような形になります。また、市からも氾

濫が予想されるような情報が入れば、市の防災無線や防災メールを通じて避難指示等を発

令し、あわせて防災無線でのサイレンの吹鳴、広報車を使用し、避難誘導を行うような形

となっております。これらの複数の情報をしっかりと受けとめていただきたいと思います

し、先ほど議員のほうからもお話にありましたように、住民の方のほうから広報車を回し

て周知をしていただく、これも非常に有効な手段と思っておりますので、こういった情報

を活用されていただきたいと思っておりますし、ありがたいと思っております。 

  以上となります。 

○議長（児玉朋也） 市長。 

○市長（入山欣郎） 私どもの役割は、市民の皆様方の安全、生命、財産をお守りするとい

うことでございます。どういう形であれば防衛省が耳を傾け聞いてくれるか、また防衛省

から米軍にいったときの米軍がその対応をしっかりとってもらえるか、そういうことにつ

いて実効性のあるような行動をしっかり腹に据えてやってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（児玉朋也） 山本議員。 

○15番（山本孝三） この弥栄ダムの操作規程、私、もらいに行ったんです。最後に、放流

は、流入量が2,600トンという想定なんです。この想定を経験則で出しとる。しかし、自

然災害は経験則じゃいかないところに問題があるんだから、さっき私が指摘したような人

命第一にするという、この視点の規程に検討を加えて改正なら改正をするということを市

としても考えてもらいたいということを重ねて申し上げ終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（児玉朋也） 一般質問の途中ですが、議事の都合により暫時休憩いたします。 

  なお、午後の再開は１時10分を予定いたします。よろしくお願いします。 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

１２時０３分 休憩 

１３時１０分 再開 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

○副議長（細川雅子） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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  議長所用のため、暫時副議長において議事を運営します。 

  一般質問を続行します。 

  続いて、８番、大井渉議員。 

〔８番 大井 渉議員 登壇〕 

○８番（大井 渉） 市民の味方の大井渉でございます。よろしくお願いします。 

  きょうは、栗谷小学校の休校問題について質問をさせていただきます。 

  この問題につきましては、昨年より教育委員会から御報告を受けております。公立小学

校、中学校の適正規模、適正配置等に関する手引、少子化に対応した活力ある学校づくり

に向けてというタイトルで、平成27年１月27日に文部科学省が各教育委員会に送付してお

ります。これが作成したもので、ざっと目は通しました。これが正式な手引だということ

を前提に本日の質問をさせていただきたいと思います。 

  なお、この手引によりまして、昭和31年通達、昭和32年、昭和48年は廃止すると明記さ

れております。これより最新のものがあれば私の質問が間違った形になりますので、御指

摘いただきたいと思います。 

  小さな学校ほど教育効果が高いことが実証したコールマン報告というのがあります。ア

メリカの社会学者であるジェームズ・コールマン氏らがまとめたものでございまして、教

育環境に対する支配感。自分の運命に対する支配感こそが学習態度を能動的にする上で決

定的に大切だということを述べております。大きな学校、大きな集団のほうが社会性が育

つと思われがちですが、子供たちは許容範囲を超えて大き過ぎる集団の中では主体性にか

かわることができず、逆に無関心を生み出してしまう。大きな学校というのは外見的には

すぐれて見えるかもしれませんが、校舎は大きく立派ですと、教室もたくさんあります。

設備も整っています。教師陣も集められています。子供の数も多く、活気があるように思

います。そういったものは教育効果を高めるのにほとんど関係ないというのがコールマン

氏らの導き出した結論でございます。この理論が正しいかどうかというのは、その個々の

人が判断すればいいことでございますけど、私は非常に説得力があるものだと思い読ませ

ていただきました。子供たちは大勢の中の１人にすぎず、多くは受け身の姿勢になりがち

です。みんながみずから責任を持って積極的に貢献しようということにはなりません。授

業は教えられるにすぎません。学校の行事なども余り関心を示さず、決まったことに参加

するといった程度です。人数が多いのでどうしてもそういう子供たちをつくり出してしま

うそうでございます。このようなことは、教育委員会の中で十分議論されて今回の休校と

いう方向性を出されたものと判断しております。 

  豊田市長の時代に方向性を示されました小中学校の充実検討委員会では、栗谷小学校は

存続するということを答申しております。そのためにいろんな努力も払われてきたんだろ

うと思っておりますが、児童数の激減、少子化が理由なのかよくわかりませんけど、この

検討委員会の方針に基づき５つの小中学校が廃校となりました。今回またさらに栗谷小学

校を休校にするという考え方になりますと、この答申をさらに方向転換するという形にな

ります。どうしてそういう形になったのか。残すためにはどういう努力をされてきたかと

いうことにつきまして、あるいは地域とどういう密接な人間関係といいますか、教育関係、
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地域のあり方等についてされてきたかということにつきまして、まず１点お伺いしたいと

思います。 

  この平成27年の文部科学省の手引でございますけど、３ページにこういうことが書いて

あります。地域コミュニティーの核としての性格への配慮ということで、同時に小中学校

は児童生徒の教育のための施設であるだけでなく、各地域のコミュニティーの核としての

性格を有することが多く、防災、保有、地域の交流の場など、さまざまな機能をあわせ持

っています。また、学校教育は地域の未来の担い手である子供たちを育む営みでもあり、

まちづくりのあり方と密接不可分であるという性格を持っていますと、このため学校規模

の適正化や適正配置の具体的な検討については行政が一方的に進める性格のものではない

ことは言うまでもありません。各市町村においては学校が持つ多様な機能に留意し、学校

教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や、将来の受益者である就学前の子供の保護

者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るなど、地域とともにある学校づ

くりの視点を踏まえ、丁寧な議論を行うことが望まれます。地理的要因や地域事情による

小規模の存続ということで、特に山間僻地、離島といった地理的な要因や過疎地など、学

校が地域コミュニティーの存続に決定的な役割を果たしているなどのさまざまな地域事情

により、学校統合によって適正規模化を進めることが困難であると考える地域や小規模校

を存続させることが必要であると考える地域、一旦休校とした学校をコミュニティーの核

として再開することを検討する地域なども存在するところであり、こうした市町村の判断

も尊重される必要がありますと、このように文部科学省の手引の中では述べておるわけで

ございます。この文科省の手引に基づきまして保護者や地域に具体的にこのようなことも

含めて説明をされたのかもお伺いしたいと思います。 

  栗谷という小さな集落の中で、この休校につきまして賛成、反対という意見も聞いてお

ります。その小さな集落の中で対立、あるいは分断ということが生まれないような、そう

いう形にしていただきたいと私は思っています。これは以前に私、決算委員会だったと思

いますけど、この地区で学校が廃校になると、小学校が廃校になるということで、委員会

で質問させていただきましたけど、この廃校説明時に副市長も、当時大原副市長ですが、

地域との話し合いに何回か出向いて、積極的に参加されて地域の声を聞いておられます。

教育委員会だけの話し合いでなく、説明会といいますか、市長部局のほうもそういうもの

に積極的に参加されるという、声を聞くというお考えがあるのか、この辺もお聞きしたい

と思います。非常に私としてもこれを賛成すべきものなのか、あるいは地域の声に耳を傾

けて児童の数は少なくても、地域の声が反対なら反対という形にするのか、非常に自分も

難しい問題だとは思っておりますけど、きょうまでの現状と、今後の考え方、これにつき

まして質問をさせていただきます。 

  以上、壇上での質問は終わります。よろしく御答弁のほどお願いいたします。 

○副議長（細川雅子） 市長。 

〔市長 入山欣郎 登壇〕 

○市長（入山欣郎） 今、日本全体の人口が減少し、また都市部に人口が集中している世の

中の動向でございます。中山間地域においてはその傾向がまさに顕著であり、特に若い世
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代、子育てをされる世代の方が少なくなっております。そうした中で地域の活力を維持し

ていくためには、やはり地域の皆様方のお力、取り組みが何よりも大切であり、かねてか

ら申し上げております市民自治につながるものであろうと思います。栗谷にはすばらしい

方々が多くいらっしゃいます。豊かな自然、すばらしい景観、温かい人情等、たくさんの

魅力がございます。いつまでも地域で生きがいや喜びを感じて暮らしていく。そのために

行政としてお手伝いできること、行政にしかできないこととして何が必要なのか、皆様と

一緒に考えてまいりたいと思っております。御質問いただきありがとうございます。 

  それでは、大井議員の御質問にお答えいたします。 

  なお、栗谷小学校休校につきましては、後ほど教育長が答弁いたします。 

  まず、地域が求めていることへの対応についてでございます。過去からの要望につきま

しては、平成２６年５月27日開催の総務文教委員協議会での栗谷中学校閉校に係る覚書締

結の報告の際に、地域から出ました要望への対応状況について議員から御質問があり、お

答えしたものとなります。１点目は、道路の改善要望で、県に対して整備の要望を行って

いることを、２点目は老人保健施設等の整備の要望で、人数枠など計画の問題や民間事業

になることをそれぞれお答えしております。その後の状況ですが、道路につきましては、

毎年、県に要望し、県道の拡幅等の対応をしていただいています。老人保健施設等の整備

につきましては、民間等も含めた整備の動きは今のところございません。 

  次に、廃校後の地域の振興策についてでございます。廃校に伴う地域振興策につきまし

ては、これまで全ての学校がなくなる地域につきまして、学校が有していた学校教育以外

の機能を保管することを基本としてきており、統廃合により学校が有していた文化機能、

交流機能、避難所としての防災機能といった地域の拠点機能が失われる場合は、まちづく

りとしてその機能を補完し、校舎が存続する場合は機能を維持できるよう、跡地活用を検

討してまいりました。よって、廃校した地域に対する振興策は廃校時の施設の状態や補完

する機能の整備方法により異なるものと考えております。 

  栗谷小学校は現在休校の方針で考えているため、休校後も学校が再開できるよう施設を

現状のまま残すこととしており、学校の持つ地域の拠点機能が大きく失われるとは考えて

おりません。廃校を前提とした地域振興策は、お示しする段階にはございませんが、栗谷

地域は振興山村の指定を受けており、山村振興計画を策定し、農林業生産基盤の整備、地

域の特性を生かした産業振興、都市との交流促進及び社会生活環境の整備と地域コミュニ

ティーの活性化の３つの重点方針に沿って、交通施策、産業基盤施策など10項目の振興施

策を展開することとしています。多くの課題を抱える中山間地域に対しましては、国も支

援に力を入れており、国の支援メニューを活用するなどして、地域の思いをお聞きしなが

ら支援をしてまいりたいと考えています。 

  以上で、大井議員への答弁を終わらせていただきます。 

○副議長（細川雅子） 教育長。 

〔教育長 大石 泰 登壇〕 

○教育長（大石 泰） それでは栗谷小学校の休校についてお答えをいたします。 

  教育委員会としましては、次代を担う子供たちにとって、どのような教育環境が適切な
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のか、教育的観点を第一に考えて早期休校の方針をお示ししているところでございます。 

  まず、説明会等の開催状況についてですが、保護者対象として、平成29年２月を初めと

して合計７回ほど開催し、地域対象としては、昨年11月と本年８月の２回ほど開催してお

ります。この説明会等で、保護者からは少人数のため発表がしやすい、先生と話す時間が

多い、また小方小学校に行くとなれば、通学が心配であるなどの御意見がありました。ま

た、地域からは栗谷がさらに寂れる、学校を残したいという意見が多くを占めていますが、

児童数が余りにも少な過ぎるのは学校としてどうかという御意見もありました。教育委員

会としましては、同学年や異学年の集団の中で活動したり、多様な考えにふれたりする中

で、一人一人の力を伸ばしていきたいという教育的観点から御理解を求めるとともに、通

学手段や休校中の校舎の活用についても、今後、協議していきたい旨をお伝えしています。 

  次に、平成14年の大竹市小・中学校充実のための基本方針についてでございます。その

中では、栗谷小学校については、前年の大竹市小・中学校充実検討委員会からの提言とは

異なり、栗谷小学校は通学に配慮し存続すると示されております。しかし、当時27名いた

児童も現在は３名に減少しています。さらに交通事情や学校選択制、小中一貫教育校の設

置など、さまざまな変化が生じております。この基本方針の考え方を尊重し、継承してき

ておりますが、策定から既に15年以上が過ぎ、時代の変化に応じて対応することも当然の

ことと考えています。 

  今後についてでございますが、教育委員会としましては、引き続き児童にとってよりよ

い教育環境の必要性について、保護者や地域の皆様に御理解いただくよう、粘り強く取り

組み、11月末には平成31年度から休校するかどうかについて結論を出したいと考えており

ます。 

  以上で、大井議員への答弁を終わります。 

○副議長（細川雅子） 大井議員。 

○８番（大井 渉） ありがとうございました。私も栗谷の出身なものですから、知り合い

の人もいますし、結構もう10年近く離れておりますので、事細かい情報は入ってきません

けど、大きな問題についてはいろんな電話があったり、相談があったりいたしております。 

  それで、今回この質問について２つに分けたいなと自分は個人的に思っておるんですが、

１つは学校の関係、教育の立場で、これについてどのように今からされるのか。これで本

当に、最終的に11月にはどういう決め方をされるのかという問題を中心にお聞きしたいと

いうことと、それからもう一点につきましては、これはどなたでもわかると思うんですが、

栗谷中学校が数年前に休校から廃校になりました。すぐその小学校も休校ということを打

ち出されたわけです。中学校も小学校もほぼ同時になくなった、こういう地域というもの

が将来本当に、先ほど市長がいろいろ御答弁されましたけど、本当にこういう、何といい

ますか、ことしは非常に災害等も多くて、西日本の豪雨や３日前の大阪直撃の台風、けさ

は北海道と、こういう自然災害が起こる中で、高齢化が進む中で、本当に地域の安心・安

全というものが守られるのかどうかという、地域の振興策、地域のまちづくりという点と

分けて話したほうがいいんじゃないかなと、質問させてもらったほうがいいんじゃないか

なと思っておりますので。 
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  最初にまず学校関係の、教育関係のことから質問させていただきますと、当然、私も教

育委員じゃありませんので普通の議員でございますんで、そんなに専門的な知見は持って

おりませんけど、間違いがあったら御指摘いただきたいと思いますけど、学習指導要領と

いうのがございますですよね、こういうものにつきまして、文部科学省が小中高の各段階

で教えなければならない最低限の内容を決めた基準というものでございまして、年間の授

業時間とか、教科書の編集の基準、こういうものを10年ごとに改定するということですが、

2020年が小学校、2021年には中学校というふうに段階的に基準を改定されるということも

書いてあります。こういうことが保護者の方にどれほど理解されているのかという、そう

いう説明をされたのかどうか、教育委員さんというのは、私は専門的な知見を持っておら

れる方だと思います。だから非常に難しい教育用語とか行政用語とか使われるかもわかり

ませんけど、本当にそれが、失礼な言い方ですけど、その地域の保護者や地域の住民の方

にそういう教育的な専門用語とか、文科省の通達とか、先ほど私が言いましたですね、そ

ういうものがどれだけ理解されて、話し合いをされてるのかというのが一つ懸念があるわ

けです。 

  これまず、適正規模とかという言葉もありますね、標準規模とか適正規模とかという。

これが12学級から18学級が適正な学校規模ということになりまして、義務教育諸学校等の

施設費の国庫負担等に関する法律施行令では12から18学級を適正な学校規模としています

と。これが第４条の条件の中に12学級から18学級と書いてあるわけです。今度は義務教育

諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律というのがありまして、その中に第３条第４

項には、「公立の小学校、中学校及び義務教育学校を適正な規模にするため統合しようと

することに伴って必要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動

場の新築又は増築に要する経費２分の１」というようなことも記されてるわけですよね、

それに。記述されてるわけです。第４号の適正な規模の条件は政令で定めると、こういう

ふうに書いてあるんですが、適正な規模というものを明示しないと校舎や体育館の新築、

増築に要する経費の２分の１という基準が出ませんから適正な規模というのを書かなけれ

ばならないんだろうとは思います。国のほうとしたら。 

  そこで、ＷＨＯ、世界保健機関のほうですけど、日本も加盟しておりますけど、こちら

が言ってるのは、世界各地から学校規模と教育効果について研究した論文を集めて多面的

に分析し、その結果を取りまとめて発表してると。ＷＨＯでは学校は小さくなくてはなら

ないとして、生徒100人を上回らない規模が望ましいとしておるというふうにＷＨＯは論

文を集めておるんです。そうなりますと、この基準になりますと１学年当たり、小学校は

６学年ですから、１学年だったら16人以下ぐらいになるんです。今の現状からいったらち

ょうど玖波小学校ぐらいの規模、これが一応適正だと、このぐらいがいいんじゃないかと

いうのがＷＨＯの考え方というふうに私は調べさせてもらったんですが、間違いあれば御

指摘いただきたいと思います。 

  さっき言った文部科学省が12学級から18学級というようなことを言っておるわけですけ

ど、この適正規模、標準規模ということにつきまして、国会でもいろいろ審議されておる

んです。この中で、平成４年、衆議院の予算委員会の第３分科会の遠山さんという文部科
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学省教育助成局の局長さんでございますけど、学校といいますものは、それぞれの地域の

いろいろな伝統、あるいは住民の考え方なども反映し上がってきたものでございまして、

必ずしも標準でなければならないというわけではないのでございますというような答弁を

されておるんです。要するに。また、平成13年には衆議院の文部科学委員会の河村さんで

すね、山口県出身の、副大臣さんがこういうことをまた述べられておるんです。教職員と

児童生徒の人間的触れ合いや個別指導の面で小規模校としての教育上の利点も考えられる

ということで、総合的に判断した場合はなお小規模校として残すことのほうが地域にとっ

て好ましい、こういうことに配慮する必要があろうというふうにしておるわけでございま

してというようなことを国会の答弁でも述べておられるんです。そうなるとこの適正規模

とか標準規模とかいうのがあくまでも財源措置のためのことを言っておられるんじゃない

かなというふうにとれる向きもあるんです。要するに。また、最近でしたら平成13年、町

村文部大臣が、やはり衆議院の文部科学委員会で、昭和48年に余り無理な統廃合をしなく

てもいいんですよという軌道修正を実はやっておりますと、いろいろ述べて、標準を１学

年２学級を基本として小学校の場合は12学級というふうに決めていることも事実ですが、

同時にただし書きもあって、ただし土地の状況、その他により特別の事情のあるときはこ

の限りでないというふうに書いてあって、言うならばどっちともとれるようになっていま

すというようなことも、当時の文部科学大臣が、これ平成13年ですけど、述べておられま

す。また、基本的にはそれぞれの地域で適切に御判断をいただく、しかし余りに無理に統

廃合を今進めなければならないということではないというふうに私どもは理解しておりま

すというようなことも国会審議の中で述べられておるんです。そうなりますと、この適正

規模、標準規模という言葉が非常に、一生懸命言われてもなかなかぴんと来ない、説得力

がない、国にもそういうこと書いておりながらそれが絶対の数字じゃないというような答

弁も国会審議で今紹介しましたようにあるわけです。地域の実情とかなんとか。こういう

適正規模、標準規模についての、これを前面に出してその地域と話し合いをするというの

は余りいいことじゃないんじゃないかなと思いますんで、その適正規模、標準規模につい

てのお考え、こういうものの意見のほうをお聞かせいただきたいと思います。 

  もう一点、教育委員会のほうにお聞きしたいことは、先ほど教育長のほうからも答弁し

ていただきましたけど、今までは教育委員会として学校の廃校とか休校とかいう形でお話

に行っておられるんで、これは教育というものを中心にしか話し合いの数字に上がってな

いと思うんです。しかし、私が聞いている地域の考え方としたら、もちろん学校を残すか

残さないかというのは、先ほども申し上げましたように地域の保護者とか、就学前の保護

者さん、そういう意見をよく聞いてということになっておりますし、そういう方々の御理

解のもとにということになっておるんですが、そうじゃない、先ほど申し上げましたよう

な中学校が廃校になり、小学校も休校になり、再校できる形になればいいと思いますけど、

一旦休校してしまったら再校に向けてというのはほぼ不可能だろうと思います。私は。そ

うなると、若い子供たちがいない、高齢化がどんどん進んで、人口が減って、先ほど申し

上げた自然災害も今から想定され、地域を守ることさえ難しい中で、そちらに対する、何

もしてくれないじゃないかと、どういうことを栗谷地域に思っているのかという、そうい
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う説明会での声、本来はこれ教育委員会に言うことじゃないと思うんですが、そういう声

も上がっていたやに聞いておるんですが、これは本来は市長部局のほうだろうと思うんで

すが、そういう声が多々あったというふうに聞いております。実際多くの方が御質問、手

を挙げて意見を述べられたということもありますんで、その辺の、本来は教育委員会が対

応できないこと、こういう意見が多々あったと思うんですが、それらについてもちょっと

御披露いただきたいと思いますんでよろしくお願いします。 

○副議長（細川雅子） 総務学事課長 

○総務学事課長（真鍋和聰） 栗谷小学校について、まず大きな１点目の学校の教育につい

て、保護者、地域への説明というところ等も含めてまず１点目をお答えします。 

  まず、学習指導要領ですけれども、これは学校教育法、あるいは学校教育法施行規則に

法的根拠のある学校でこういう目的、内容、方法で教育をしないといけませんよ、こうい

う学習内容で学習させないといけませんよという内容のものです。これにつきましては、

昨年度７月の保護者説明会で、まず学習指導要領、国語から全ての教科、領域等の中で集

団でなければできない活動というのがこれだけ示されていますよと。例えば、わかりやす

いところで言えば、ドッジボールなどとか、異学年集団での活動とか、合意形成を図ると

か、そういったものがたくさんあるんですけれども、そういったものは具体的に説明をさ

せていただきました。またその後、地域説明会のほうでも、学習指導要領の詳細について

はどさっとお配りして説明することはしませんが、それを要約したもの、これについてこ

ういう力をつけたいんだというようなことを説明させていただいております。ちょっとＷ

ＨＯの関係については調べ不足で、学習不足で済みません。よく把握はしておりません。 

  適正規模についてですが、これにつきましても保護者、地域のほうに学校教育法施行規

則第41条のほうに「小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地

域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りではない。」というようなとこ

ろがあります。いわゆるほかの法律、いわゆる標準法という法律があるんですが、そこで

は40人まで、１学級。１年生については35人というようなことが示されております。多け

れば多いほどというか、人数が余りにも多いと、限度があると思うんですけれども、子供

たちの学習に十分な効果を発揮しないというようなことももちろん考えられますが、今、

大竹市の中で一番大きな大竹小学校につきましては、六百五十数名、今おりますけれども、

通常の学級で１学年が３学級、４学級が１学年、特別支援学級が６学級あります。その中

でやはり多いんですけれども、先生の数も多いと、先生ともちろん物理的に触れ合う回数

は、栗谷小学校に比べて当然少なくなるかもしれませんけれども、同学年、異学年の子供

たちとかかわる、触れ合いがある、まねをし合うとか、切磋琢磨し合うと、そういった機

会はたくさんあります。例えば、そういう大きな学校でも、やはり学校経営、学校運営の

面で先生たちがチームで、組織で一つの方向に向いて同じことをみんなに、子供たちに指

導していこうということでまとまって、どの学級も落ちついて学習、生活等、非常によく

なってきているなというふうには思っております。もちろん、共同的に問題解決をすると

か、集団の中でもまれる中で相手の気持ちを察してコミュニケーションをとっていくとか、

そういった力もついているようでございます。もちろん、多過ぎるとか少な過ぎると、や
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はり教育的効果は、当然限度がありますので、薄れていくのではないかというふうには考

えられます。 

  栗谷小学校についてですが、先ほどの文部科学省からの平成27年１月27日、私もそれが

最新というふうに認識しておりますけれども、公立小学校、中学校の適正規模、適正配置

等に関する手引には、５学級以下の学校は一般に教育上の課題が極めて大きいため学校統

合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要があるということが示

されております。実際に財源措置のためとかどうとかいうのは、実際にはわかりませんけ

れども、やはり目の前の、今の栗谷小学校の子供たちのために、やはりこういった教育を

したいというのがたくさんありまして、やはり他者と折り合いをつけて合意形成をしてい

くとか、上学年の姿を見て、今何をしなければいけないかというのを考えてもらうとか、

助け合う、磨き合う、そして牽制し合うとか、集団生活のマナーとか、我慢することを覚

えるとか、そしてその根本にある学校経営、学校運営についても先生方のいろんな子供た

ちのよさを多面的に評価してもらいたいし、組織として対応できる学校であってほしいし、

経験年数、専門性、男女比のとれた職員集団で学校運営をしてほしいなというようなとこ

ろもございます。 

  ２点目、教育委員会としての地域振興という部分についてですけれども、先ほどからお

話ししますように我々は子供たちのため、子供たちの教育的観点からどうがいいのかと、

教育環境はどうがいいのかというところから話をしております。当然、地域としては存続

を望まれておりますので、休校という形で話をしております。当然、閉校というような話

が出てくれば、うちだけで判断、考えることできませんので、全庁的に横の連携を密にし

ながら考えていく必要があろうかと思います。実際にこれまでの地域説明会等では、要は

福祉施設があったらいいなとか、あるいは働く場所がないから出ていくんだよとか、そう

いったことはお聞きしておりますけれども、お聞きして帰りますと、関係部署にはという

ようなところでお答えしております。 

  以上です。 

○副議長（細川雅子） 大井議員。 

○８番（大井 渉） 教育委員会のほうには丁寧な説明と教育の必要性、そういうことを今

から、時間ももう余りないですけど、地元の保護者、それから就学前の方に対しまして真

摯な話し合いをしていただきまして懸命な判断を最終的にはしていただきたいと、このよ

うに要望しておきます。よろしくお願いいたします。 

  次に、地域振興策のほうにつきまして、市長部局のほうになろうと思いますけど、こち

らについて幾つか質問をさせていただきたいと思いますけど。たまたまインターネットを

見ていたら平成22年９月８日、文部科学大臣宛てに、会計検査院が文部科学大臣宛てに廃

校、休校跡地の利用をちゃんとしなさいという指摘を出しておるんです。これが平成22年

ですから、９月８日ですけど、８年ぐらい前になりますか。こういうことになると、当然、

今市内にあるといいますか、廃校になった５校と、それから栗谷を休校にするかしないか

というのはまだ結論出ておりませんけど、ここをどうするかということになろうかと思い

ます。今これ、議会のほうでございますけど、総務文教委員会のほうで、県内のほうでど
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こか休校、廃校になったところの跡地利用について視察をしようかしまいかという話が実

はありまして、それも大切なことだろうとは思うんですが、いろいろな学校が今、未利用

な状態、あるいは放置したような状態なら緊急性を要して、その議員も視察に行ったほう

がいいと思うんですが、実は今考えますと、松ケ原地区は障害者施設をつくるということ

で公募もされとるというふうに聞いておりますんで、ここは跡地利用ができないと。それ

から阿多田島のほうも、ここももう学校跡地が無理だということで、防災公園等も含めま

して。それから穂仁原小学校につきましては道路用地になるということで、あそこは解体

するという形になって、それから木野小学校も大きな集会所ができて子供の遊具等も、今

置いとるんか、今から置かれるのかどうかわかりませんけど、そういうこともして、あそ

この学校を利用するというようなことがちょっと不可能じゃないかなと。そうなりますと、

今から休校、廃校の跡地利用ということになると栗谷中学校だけなんです。今１校だけに

絞られる形になるんです。私が以前質問したときに、地区懇談会にたまたま出していただ

いたときに市長が説明された中で、耐震強度がないから早いことこの学校というのは子供

の命を預かっている以上は早いところ耐震強度を上げることをするのか、それとも廃校に

して小方のほうにかわってもらうんかと、そういう決断をしていただきたいというような

ことも申されておりましたけど、あそこは耐震強度がないんですよね、栗谷中学校は。質

問したときに、何で解体しないのかという質問をさせていただいたときに、財源がないと

言われたんです。財源がないと。当然何かをつくれば起債等も起こすことはできるかもわ

かりませんけど、その計画も、中学校跡地の計画もないんだろうと思っております。そう

なりますと、これに対する御不満も結構地域ではあるようなんです。今の中学校を廃校し

たんだけど、校舎はそのままで放置されとる。草もぼうぼうだと、環境も悪いし何とかし

てくださいという御意見も相当教育委員会のほうには入っておるんだろうと思いますけど。

あそこは、避難箇所にもなっております。こういうことを考えたときに栗谷中学校だけを

どうするのかという問題と、それから小学校も休校、それから数年後、５年後かなんかに

は廃校というような形でなったときには、小中と栗谷は一気になくなってしまう。そうす

ると、栗谷地域のビジョンなり、当然高齢化して人口が少子化になって、若い人が帰って

こないわけですから、それはもう寂れていくということには歯どめはかからないと思うん

ですが、いかに緩やかな形にしていくかということを考えていただきたいという声も多分

にあるんです。いずれはしょうがない、限界集落にもなるでしょうし、人口も減るでしょ

うし、高齢化もなるでしょうと。だけど、そうあっても今ある診療所は残していただきた

いと思うし、高齢化になればなるほど、何といいますか、定期バス等も減便とかせずに、

逆に増便して、免許を返したりなんかすると非常に不便になるので、そういうところはち

ゃんと守ってくださいとか。栗谷地域の問題について、ビジョン、計画をつくっていただ

きたいという声も聞いておるんです。私、木野地区のときに、当時、今議長ですけど児玉

議員からちらっと聞いたのは、当時は副市長が、先ほど言いましたように何回か来られて、

地域のまちづくりとかそういうものについて話し合いをされたというふうに聞いておるん

ですが、今行かれとるのは教育委員会がずっと行かれとるんですよ、栗谷に。今度は市長

部局のほうが、これが休校になるのか廃校になるのか、存続するのかわかりませんけど、
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セットで考えると、地域のそういう自治会がいいのか、どういう、まちづくり委員会か協

議会みたいなものを組織をつくるのがいいのかわかりませんけど、そういうものをつくっ

て市長部局のほうが話し合いに行って、できるだけ早くそういうビジョンをつくってあげ

ると。お互いが虚心坦懐に話し合いをして、財源の問題もあるでしょうけど、できないも

のはできない、何年後にしかできないということもあるでしょうから。そういうことを踏

まえて、当時副市長が行っとられるんですから今の副市長が盛んに足を運んでいただいて、

何かの決断をしなきゃいけないときも来るだろうと思います。その前にセットで教育委員

会と市長部局が行かれるんがどうかという、別でもいいですけど、そういうまちづくりに

対する話し合いとかビジョンとか、そういうものをつくるという気持ちはないですか。木

野と同じような考え方で。どうでしょうか。 

○副議長（細川雅子） 副市長。 

○副市長（太田勲男） この手のいろいろな協議の場でございますが、私も同席しておりま

す。市全庁的に取り組む課題として取り上がってます。そのときはその地区でまずまちづ

くり委員会というか、まちづくりの木野地区での検討する場をみずからつくられて市のほ

うにこういう要望があるよと、こういうものにしてほしいと。それはあくまでも木野小学

校がなくなるということの方向性が出たときのことでございます。これをしてあげるから

木野小学校をなくすよというようなことはなかなか言えませんので、ある程度の方向性が

出た後に、市といたしましてはそのときの窓口が地域振興課でございます。地域振興が窓

口となってその自治会と消防団含め、ＰＴＡ含め、そのまちづくり委員会、そのときの正

式名称覚えてませんがまちづくりの協議会を地区でつくられました。その中でいろいろな

ことを、木野地区はどのようにすればこれから先発展していくだろうかといろいろ考えら

れて、この案件についてかなりの多種多様な要望があったと思います。それについて全庁

的に取り組み、その中で、たしか各部の部長みな、教育長も一緒です、私も行っておりま

す。その各部からそれぞれの返事をというか、回答をさせていただきながら現在の、今の

木野地区の集会所というか公民館、そういう形のものになってきております。現在、その

中で木野地区と一つ違うのは、学校というものが、小学校がなくなる。地域の拠点施設が

まるっきりなくなるんだから、その後についてどのように考えるというのが主でございま

した。現在、栗谷につきましては、中学校も休校から廃校になった。教育委員会としては

栗谷小学校も休校というふうに考えていく。その中で、まず学校が持っておる地域の拠点

機能というのは、現状では栗谷小学校で十分ではないかと、そっちのほうに集約して考え

るべきではないかというような考え方もあると思います。他には、マロンの里もございま

すし、農林振興センターですか。ございます。木野地区には何も基本的にはございません

でした。保育所も休園になっておりましたし。それと支所が農林振興センターと、栗谷支

所、木野支所はございます。その辺のところでございます。そのあたりは一緒でございま

すが、マロンの里、農林振興センターの扱いをどう考えるかということでございます。現

状で執行部側が窓口としたら、自治振興課というふうになってくると思います。現状の中

での大竹市がつくっております山村振興計画ですか、これの内容のほとんどの部分は、こ

れはまた産業振興課になってくると思います。地元の方々が意見を集約され、どのような
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ことを市に対して、地元の地域振興についてお考えになっとることをまずはお話を、一つ

の部署が窓口になってお話をお聞きして、それからと思います。しかしながら現在、まだ、

教育委員会がお話を地元にしておられますが、まるっきり教育をもう全て反対と言われま

すと、協議をする場というものの設置についての考え方が、私どもとしても、なかなか言

い出せないというのが現状でございます。それは、教育委員会と私どものまた協議の中で

の話になると思いますが。もし何かあれば、それは全庁的な、山村振興計画自体が全庁的

に取り組むべきような課題でございます。大変大きな問題でございますんで、その辺につ

いてこれから先どのようになっていくかいうのは私どもが柔軟に考えていきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○副議長（細川雅子） 大井議員。 

○８番（大井 渉） 副市長さん、ありがとうございました。何といいますか、今は教育委

員会の方が行って、教育のことについて、統廃合のこと、あるいは休校のことについて、

一生懸命お話ししておられるんですが、地域にはそうじゃない意見で反対されてるような

方も結構おられるんです。多分おわかりになると思いますけど。保護者というのは本当に

わずかなんですよね、言ったら失礼ですけど。そうじゃなしに皆さんが大きな声を出して

おられると、一つの固まりみたいな形で反対しておられるということは、今、副市長が言

われた、決まったらこうしてあげるよというような話し合いというのは、余りよろしい話

し合いじゃないんです。本来、栗谷地域というのはじゃあどうあるべきなんかという、本

来はもうちょっと具体的なものをつくられたり、積極的にその地域に入られて声を聞くと、

それは財源の問題がありますから、何もかれも皆受け入れることはないと思いますし、受

け入れないと思います。気持ちの上ではあれもこれもしてあげたらいいなと思われるかも

わかりませんけど、現実、財源的に大きなことを言われたら、それは財源的に無理ですか

ら。だけど地域に寄り添って、地域の声を聞くという気持ちですよね、要するに。いや、

地域のほうから上げて来いよと、声を上げて来いと、何をしたいんかと。中身によっちゃ

予算つけてあげてもいいよとか、学校を休校するんなら話し合い応じてもいいよというよ

うな、そういうやり方じゃなしに、積極的に進んでいって、学校は学校、地域は地域とし

て、我々も役所としての責任もあるから、ちゃんと栗谷のことも我々一生懸命考えとるん

ですよと、こういういろんな自然災害がある中で。それについてはとりあえず、学校は別

に置いといて我々でちゃんと、産業振興課の課長もおられますけど、そういうところを窓

口にして、今から積極的に話し合いをしますということになって、そういう話し合いをさ

れれば、また僕は地域の空気というのが変わってくる可能性もあると思うんです。今は、

小学校も中学校もなくして、栗谷は何もしてもらえないという、言葉悪いですけど被害的

な、そういう被害妄想的なところ多少あって、中学校の跡地なんかどうなっとるの草も刈

ってないし、ぼうぼうで。小学校もあのようになるんじゃないのという御不満も私は個人

的に聞いております。それが事実がどうか知りませんけど、個人的には聞いております。

そういうことも踏まえて、いやいや栗谷は決して見捨てちゃいませんよと、我々も一緒に

地域の方と今からちゃんとそういう窓口もつくりますから、ちゃんと話し合ってというよ
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うな持ち込み方にすればまた地域の空気も変わってくるし、理解力も変わってくるし、今

の休校、廃校の問題についても虚心坦懐に話し合えるんじゃないかと思うんですが。そう

いうことを積極的に私はやっていただきたいと、私が賛成とか反対とかという意味じゃな

しに、財源の問題もわかりますし、保護者の気持ちもわかりますし、地域の不満を持って

おられる声も聞いております。だけど、先ほど言いましたように地域の中で対立があった

り、行政との対立があるということは余りよろしいことじゃないんで、積極的に地域に出

向いていって、声を聞いて、前向きにいい方向にしていただきたいと思うんですが、そう

いうことをきょうこの場でぜひ、そういう声があるんなら、休校、廃校の問題は別にして、

積極的に栗谷に行って、まず自治会とかそういうところと話し合いをして、協議会でも立

ち上げますよと、ぜひ言っていただきたいという気持ちを込めてきょう質問に立たせてい

ただいたんですが。もう一回副市長さんどうでしょうかね、気持ち、よろしくお願いいた

します。 

○副議長（細川雅子） 副市長。 

○副市長（太田勲男） ありがとうございます。私がさっき言ったのは、決まってからとい

う意味じゃなしに、タイミングはどういうふうなタイミングが一番ベストなのか。頭ごな

しにこういうことをつくりましょうと言うと、逆に感情を害される方もおります。私らを

信用しない、私らも私なりに考えを持っとるんだと。そのタイミングをいかにはかってい

くかと。防災の関係にしても総務課のほうで、今度地域の自治会長さん集めてお話をさせ

てもらうようになっております。産業振興課は産業振興課独自でお話は、中山間地域につ

いてのお話はさせていただいております。教育は教育でしております。その中でそれを一

体化してどのようなタイミングで１つのものとして、前へ進めていくか。相手方の意向と

か、相手方を無視するとか、頭ごなしの行政というのは、私はまずいと思っておりますん

でいろんなタイミングをはかって、これから大井議員が言われたことも確かにそのとおり

だと思っておりますが、すぐさまこれをどうするというふうなお返事はこの場でいたしか

ねますが、タイミングをはかって、全庁的に取り組んでいく課題であるとは考えておりま

す。 

  以上です。 

○副議長（細川雅子） 大井議員。 

○８番（大井 渉） これ最後でございます。10月10日からまた決算委員会も始まりますん

で、またその席でもしつこくしつこく質問させてもらおうと思います。というのが、この

問題もちゃんと片つけなきゃいけない問題だと思うんです。今の休校、廃校の問題も、そ

のために教育委員会の方もやりにくいだろうと思うんですよ。教育以外の問題でいろんな

反発が来られるというのはもう重々わかっておられると思うんですよ、これだけの回数や

られたら。そうなると市長部局のほうが進んで、学校は廃校したけど、あるいは休校にす

るけど、我々はこういうふうにちゃんと栗谷のことも忘れちゃおりませんよっていう態度

を見せるかどうか、そういう行政の積極性、より地域に寄り添うっていう姿勢を地域住民

はよく見ておるんだと私は思います。先に教育委員会がやって片づけりゃいいんやと、後

からうんというたときには振興策を考えるんやと、そんなやり方は、そりゃ地域の人も反
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対しますよ、私でも反対しますから。そうじゃなしに、もう一回よく考えていただいて、

学校が廃校になろうが休校になろうがちゃんとこういう体制で我々は、特に休校・廃校に

なれば地域の方も御不満とか御不安もあろうかと思いますんで、こういう窓口をつくらせ

てもらいましたということをぜひよく検討していただいて、10月10日から始まります決算

特別委員会では、その次の１カ月後には、今度は休校か何かを決めなきゃいけないという

問題も出てきますんで、ぜひとも内部でよく御検討いただきたいと思います。 

  これをもって、一応質問を終わります。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○副議長（細川雅子） 続いて５番、北地範久議員。 

〔５番 北地範久議員 登壇〕 

○５番（北地範久） 大竹新公会の北地でございます。それでは、通告しております順に従

いまして御質問させていただきますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、まず人口減対策についてお伺いいたします。 

  大竹市の人口動向について、平成27年に策定した大竹市人口ビジョンでは、昭和50年の

３万8,457人をピークに減少に転じています。動向の特徴としては、昭和29年の市制施行

後、工業都市建設計画が策定され、企業誘致の結果、人口は増加してきましたが、高度経

済成長期が終えんを迎えた時期を境に製造業の従業員が急激に減り、オイルショックとと

もに大竹市の人口もまた減少傾向に転じています。 

  このように、大竹市の人口は、企業の動向に大きな影響を受けるという特徴があるとい

うことが言われています。また、今後の将来人口の見通しとしては、平成72年、2060年に

は、１万8,000人まで減少すると言われております。このような状況の中で目指すべき将

来の方向性として、１点目に、地域経済を活性化し、安定した雇用創出を実現する。２点

目に、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。３点目に、誰もが健康で生きが

いを持ち、安心して暮らせる地域を実現する。このように示されたまち・ひと・しごと創

生総合戦略が策定されました。これらのことは既に皆様御承知のことと思いますが、こと

しの３月末に国立社会保障・人口問題研究所から新しい推計結果が出されております。小

方地域に多くの転入者があったことなどが数値としてあらわれているのではないかと思い

ますが、最新の大竹市の人口推計や特徴などをお伺いいたします。 

  私は、大竹市の都市機能などについて、他の市町と比べ、大変すばらしいまちとして自

負できるものがあると信じております。といいますのも、幹線国道の２号線、それと平行

しＪＲ山陽本線に大竹駅とあわせて、西日本では有数の貨物基地駅が横断し物流拠点とな

っており、また、山陽道や広島岩国道路などの高速道路も市街地に沿って整備され、海か

ら最も近いと言われるインターチェンジが国道２号と連結されています。まちなかから数

分で高速に乗れるという、これらの交通体系の面においても利便性の高いものとなってお

り、臨海部に目を向ければ、地方港湾では日本一とも自負できるであろう「あこがれみな

と」大竹港が世界の港とつながり、その周辺では日本でも有数の大企業が中心となり、化

学製造業の企業群が活発に活動されています。 

  また、一級河川である小瀬川を有し、その上流には１億トンを超える有効貯水場の弥栄

ダムなど市内には３つのダムがあり、利水、防災面などでの効果は多大です。その周辺に
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は三倉岳を含む県立自然公園や自然豊かな栗谷地区が広がっており、海に目をやれば養殖

などの水産業が盛んな阿多田島があります。 

  このように、大竹市には基幹的な都市機能や企業活動、そして豊かな自然があります。

また、東洋経済新報社、発行の「都市データパック」によると、このデータは全国814市

区の都市をデータ化し、住みよさの順位をつけたものですが、昨年は全国814市区の中で

第98位、広島県内では第１位でした。ことしは全国で第74位、24位のランクアップです。

また、広島県内では、昨年同様の第１位でした。このことは、大竹市が住みやすい、いい

まちであることを示す一つの指標ではないでしょうか。 

  このたびの市長は４期目を担うに当たり、８月の広報には、総合計画わがまちプランを

尊重し、安定して運営できる行政の仕組みづくり、将来の大竹を担う人づくり、いいまち

大竹づくりを重点施策とする。また、人口が減少する社会情勢の中で、これらのまちづく

りは行政の仕組みではできることに限りがあり、市民にも役割を担っていただく市民自治

を、市民と行政が一緒になって信頼関係を築くことが近道と書かれていました。 

  大竹市には、先ほど申し上げたとおり、都市機能としていいものがベースにあります。

これからもＪＲ大竹駅や小方地区のまちづくり、岩国大竹道路の整備などが進められ、伸

びしろはまだまだあります。豊かな自然もあり、住みよさの評価も県内第１位です。これ

から市長が４期目の市政を運営するに当たり、人口減少を少しでも解消するために、今後

どのような施策に重点を置き市政を推進していくのか、お考えをお伺いいたします。 

  次に、動画を使った大竹市の情報発信についてお伺いいたします。 

  以前、岩国市の友人から、岩国市や大竹市が出るテレビ番組があるという連絡が入りま

して、テレビを見ました。ＢＳの番組で今でも時折、きょうも９時からあるんではないか

と思いますけども、全国各地のまちが放送されているものですが、その放送では、広島か

ら岩国に向け、上空から鳥目線でそれぞれのまちを紹介するものでした。廿日市大野から

大竹市に入り、まちを眼下に見ながら小瀬川周辺を川沿いに上り、弥栄ダムまで行き、次

に阿多田島や養殖の生けすを上空から見、養殖といえば、あたたハマチｔｏレモンが出る

のかと思っているとレモンサーモンが紹介され、季節によりいろいろなものが大竹市には

あることを再確認いたしました。それから企業群の夜景が紹介され、市の女性職員が出演

し、ビュースポットなどが紹介されました。最後に岩国市の美和に飛び、何か工場がある

という設定でその工場に近づくと、大竹市の三興化学の美和工場でした。社長さんが手袋

の製造過程の説明をされました。こういった内容の番組でしたが、上空から見る大竹は今

までにはない感覚で、大竹なかなかいいじゃないかと思い、大竹市からの情報発信の映像

として、このまま使えばいいのになと思うくらいでした。 

  また、青年会議所のメンバーがイノベーターズと銘打ち、大竹を変えていこうという意

気込みで活動を始め、建物からまちづくりをするというテーマで、東京都から建築士を呼

び、講演会が開催されました。その中で、このイノベーターズのメンバーを紹介する映像

が流れました。ＢＧＭも今風で、うまいことこの会のメンバーのＰＲができていました。

しかも、このビデオはメンバーの一員がつくったということで、大竹市にもなかなかな人

がいることも再確認いたしました。 
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  一昨年にはなりますけども、議会において、大阪府の高槻市に先進地として視察に行か

せていただきました。この高槻市は、大阪府と京都府の中間に位置する中核都市で、市の

ＰＲが情報発信を画像や映像で活発に行っていました。トレインジャックといって、阪急

電車の中づり広告に市のＰＲを掲載したり、ウエルカムガイドといって、多くの写真でま

ちの魅力を表現し、また、定住プロモーションムービーとして市内の名所を背景に一般市

民が出演し、市独自の広告プロモーション活動として近隣市の映画館で本編前に放映する

などの取り組みがされていました。この取り組みが全てということではないとは思います

が、周辺では高槻市だけが人口がふえているということでした。 

  最近、テレビでも大竹市の紹介番組がかなりありますが、番組があることのＰＲも余り

されず、その場限りで終わってしまうような感じで継続するものがないように感じますが、

たくさん放送してもらい、回数を重ねることも一つの方法かとも思います。 

  いろいろと紹介させていただきましたが、こういった映像を見るに当たり、個人的な感

覚ではありますが、映像、動画から受ける刺激は文字を読む理解が早く、目を引く要素、

アピール度も大変強いものがあると思いました。 

  先ほどの質問でも情報発信ということを申し上げましたが、情報発信をすることで市内

外の皆さんに大竹市の再確認をしていただき、大竹市を愛していただき、住みたい、住ん

でよかったまちとなるよう、そうなることで少しでも人口がふえればとも思います。 

  総合計画でも目標とされていますが、若い人や子育てへの取り組みを思えば、その世代

が目を引くようにホームページに取り組むなど、大竹市の情報発信に動画を活用すること

についてのお考えを伺います。 

  以上、登壇しての質問を終わります。 

○副議長（細川雅子） 市長。 

〔市長 入山欣郎 登壇〕 

○市長（入山欣郎） 日本全体が抱えております課題、人口減少、そして、いいまち大竹を

つくるための大変根本的なテーマでの御質問をいただきました。 

  本市の強みである働き場所があることを生かしながらも、住む場所として選んでいただ

くためには、本市を訪れたとき、あるいは本市に住む方からお話を聞いたとき、いいなと

感じる何かが必要なのだろうと思います。一言で言えば魅力ということになりますが、そ

れを広く効果的に発信していくことまでをお考えいただき、２点のことを関連づけまして

提案していただきながら御質問をいただきました。ありがとうございます。 

  それでは、北地議員の御質問にお答えいたします。 

  初めに、人口減対策についてでございます。 

  平成30年３月末に公表されました国立社会保障・人口問題研究所の新しい人口推計は、

平成27年の国勢調査をもとに30年後までを推計したものでございます。人口ビジョン策定

時に参考とした平成22年の国勢調査による人口推計と比較すると、新しい人口推計のほう

が人口減少のカーブが幾分緩やかになっております。30年後の平成57年時点の推計人口を

比較しますと、約1,300人の改善という状況になっています。 

  そのほかにも新しい推計における30年後の本市の特徴として、15歳未満の年少人口比率
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が挙げられます。全国で年少人口比率10％未満の市区町村が５割を超える中、本市では

10.3％と10％以上を保っています。また、15歳から64歳までの生産年齢人口比率も48.9％

と現在よりも6.5％減少しておりますが、全国で７割の市区町村が50％未満であることを

考えると、比較的高い割合を保っていると言えます。若い年齢層の人口比率の減少が緩や

かになった要因として、小方ケ丘の造成や空き地の開発などにより、多くの住宅ができ、

子育て世代の入居が進んだためと思われ、ここ数年は、小学校低学年くらいまでの子供の

人口も横ばいで推移しています。 

  平成18年度に市長に就任させていただいて以来、一貫して市民の皆様を大切に、大竹っ

子を大切に、先人の蓄積を大切にという３つの大切を根幹に置き、市政運営を行ってまい

りました。これからも多くの市民の皆様と一緒になってつくり上げましたわがまちプラン

の考え方を尊重しながら、「安定して運営できる行政の仕組みづくり」、「将来の大竹を

担う人づくり」、「住みたい、住んでよかったと感じるいいまち大竹づくり」を、引き続

き重点施策として推進してまいります。 

  とりわけ人口の減少という面では、平成27年度に大竹市まち・ひと・しごと創生総合戦

略を策定しています。まち・ひと・しごとの分野に関して、地域経済を活性化し、安定し

た雇用創出を実現する、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、誰もが健康で

生きがいを持ち、安心して暮らせる地域を実現する。の３つを基本目標として、その達成

のため、さまざまな施策を推進しているところでございます。 

  本市は多くの方が働きに来ているまちであり、その強みを活かし、その方々が住む場所

を選ぶタイミングで本市を選んでもらいたいというのが各施策の根底にございます。また、

総合戦略推進会議において、毎年度指標などの評価を行い計画の見直しをしていますが、

その推進会議の中で最も議論に上がる内容は、子育て世代への支援でございます。母子保

健事業の充実や保育所、放課後児童クラブに待機児童が出ないよう努力を重ねているとこ

ろでございます。 

  しかしながら、全国的に言えることですが、現状は死亡数が出生数を上回る自然減によ

り人口が減少する社会構造となっています。仮に出生数が劇的に改善いたしましても、人

口構成に変化があらわれるのは20年後、30年後になります。その中で人口を維持しようと

思えば、転入者が転出者を上回る社会増しかございませんが、安易なサービス合戦で自治

体間で人口の取り合いをいたしても根本的な問題は解決いたしません。人口はまちの活性

化を推しはかる大切な指標ではございますが、人をふやすことだけが目的になってはいけ

ないと思います。市外の方が住みたいと思う、今住んでいる方が住んでよかった、住み続

けたいと感じてもらえるまちとして、市民の皆様に愛していただける魅力的なまちとして

いくことが、その成果が人口減対策につながるよう、これからも皆様方と一緒にまちづく

りを進めてまいりたいと考えています。 

  次に、動画を使った大竹市の情報発信についてでございます。 

  情報発信の目的の一つは、先ほども述べましたわがまちプランに掲げるまちづくりの基

本目標、大竹を愛する人づくりの実現に沿うものと考えます。本市の施策や魅力を市内外

に発信していくことが大竹のファンをふやし、まちの応援団になっていただけることにつ
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ながっていくと考えます。 

  そのために、どのような媒体を用いた発信が有効かということが問われます。近年、動

画を使ったまちのＰＲをよく目にいたします。多くは観光振興や定住促進を狙ったものと

思われますが、中にはユニークな切り口や内容が共感を呼んでいるものもあるようです。

動画は視覚に訴えかけてくるものですので容易にメッセージを受け取ることができますが、

一方で、多額の費用をかけて作成したものの、平板な内容から受け手が魅力を見出せず、

数ある動画の中に埋もれてしまうのもあるようです。 

  最近は、スマートフォンなどで比較的安価に動画を作成する方法もあるようです。作成

には時間と労力を要しますが、例えば市民の皆様のお力で賛同する人を巻き込みながら、

手づくりで本市をＰＲできれば機運の盛り上がりもあり、おもしろい取り組みになるので

はないかと思います。大竹市の魅力につながる情報を新聞・放送などの媒体に提供し、紙

面や番組で取り上げていただくことも積極的に行えば、影響力も大きく、大竹市を知って

いただく有効な手段となります。 

  議員がおっしゃられましたように、マスメディアという第三者の視点をかりることで、

日ごろから見逃していたような新たな魅力を再発見することも期待できます。まずは大竹

というまち、自分の住むまちを知ることを第一歩として、そこから人から人へ伝わってい

くことで情報は拡散してまいります。大竹を愛する人、大竹のファンをふやしていくため、

工夫とアイデア、そして受け手の視点で考えることで、大竹の魅力を発信してまいりたい

と思います。 

  以上で北地議員への答弁を終わらせていただきます。 

○副議長（細川雅子） 北地議員。 

○５番（北地範久） それでは、まず１点目の人口減対策でございますけども、新しい人口

推計で年少人口、それと生産年齢人口が比較的高い割合にあるということで、減少スピー

ドも少しやわらかくなったということでした。こういう傾向は大竹市にとっては大変いい

ことだとは思っていますが、とはいえ、人口については、やっぱり減少しているというの

が現状でございます。 

  住みたい、住んでよかったまちと感じることを実現するために、１回目に市長のお考え

を聞かせていただきましたけども、市民の皆様もよくそういうことは聞かれているという

ことでございますけども、じゃあ具体的に何をするんだ、どういう事業をするんだという

ことでございます。それに対応する具体的な施策や事業について、どのようなことを重点

的にやっていこうと思われているのかお伺いいたします。 

  そしてまた、総合戦略を策定して３年がたとうとしておりますけども、そのまちのポテ

ンシャルをはかるものに人口、これは大きな評価項目であろうと思いますが、そこに至る

までの設定している目標の推移、中間評価などをお聞かせ願いたいと思います。よろしく

お願いします。 

○副議長（細川雅子） 企画財政課長。 

○企画財政課長（三原尚美） 人口減対策として行っている施策と総合戦略の中間評価とい

うことでございます。 



（30．９．６) 

－53－ 

 

  人口減少のスピードを緩やかにするために重点的に取り組んでいるのが、市長の答弁に

もございました総合戦略に掲げますまち・ひと・しごと、この３分野にわたります39の施

策でございます。39個紹介するというのも何ですので、まちとひととしごと、この３分野

につきまして、少しずつお答えしたいと思います。 

  まず、しごとの分野です。働く場所があること、働く場が近いこと、これが定住を考え

るときの要素であると考えまして、このしごとの分野では、地域経済を活性化し、安定し

た雇用創出を実現するということを基本目標といたしました。 

  施策といたしましては、産業振興の奨励金であるとか、技能者の人材育成に関する支援、

こういったもの、また幸せ感に関するアンケートというものがあるんですが、こういった

ところで評価をいただこうとしております。そういった施策を展開することで、まちに活

気がありますかというような項目を聞いております。ほかには、就業者数や市内の事業所

で働く人の数、こういったものを指標としております。平成29年度まででは、アンケート

のまちには活気があると思う人の声であるとか、あと個人市民税の納税者数、これで就業

者数というものをはかっておりますが、これにつきましては、年々増加するという結果が

出ております。 

  次に、ひとの分野でございます。子育て支援の充実が、産み育てることへの不安を軽減

させる要素であると考えております。若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえると

いうことを基本目標といたしました。保育所や放課後児童クラブに待機児童が出ないよう

にすることのほか、妊娠時の健康診査の費用の助成、また不妊治療に対する支援、これを

所得に関係なく実施するということをやっております。このほかにもさまざまな子育て支

援施策を展開しております。 

  ひとの分野の基本目標は、ゼロから４歳の人口比率、あと出生数、あとは婚姻関係を理

由とする転入者と転出者の差を縮める。これは総合戦略をつくったときに転出される方に

簡単なアンケートをとってるんですけど、どういった理由で転出されますかっていうとき

に、婚姻と書かれた方が結構多かったんですね。そこを縮めていきたいということで、子

育て支援施策に力を入れました。 

  今の状態ですが、出生数というのは全国の傾向と変わらず高齢化が進んでおりますので、

残念ながらこれは減少が続いております。ただ、婚姻関係を理由とする転入者と転出者の

数、これは上下はしてるんですが、少しずつ縮まっているという結果が出ております。 

  最後に、まちの分野になります。誰もが健康で生きがいを持ち、安心して暮らせる地域

を実現するという基本目標、ここには良好な市域の整備であるとか、高齢者に対するいろ

いろな施策、また地域力の向上ということで、福祉関係、また健康づくり、こういったと

ころでまちづくりに関するさまざまな事業がございます。 

  指標は、社会増減の均衡、転出者と転入者の均衡、これをゼロにしたいということです。

あと、幸せ感に関するアンケートがここにもあります。やはり、うちのまちはいいまちで

すかというようなほかの項目があるんですけど、そういったところ、健康寿命を延ばすと

いう、この３点を指標としております。 

  ここはなかなか評価が難しいところで、社会増減の均衡に向けて転出者は少しずつ減っ
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てきています。これはいいんですけど、ほかの数値は余りいい結果が出ておりません。先

ほども言いましたけど、この分野っていうのは大変広い守備範囲を持っておりまして、そ

れぞれに事業の指標、施策の指標、基本目標の指標ということで、それぞれ指標を設けて

実施してるんですけれども、ほかのところでも指標を設定するというのは大変難しいんで

すけど、ここのまちの分野につきましては、設定が特に難しかったなと今感じているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○副議長（細川雅子） 北地議員。 

○５番（北地範久） 人口減対策としての個々の具体的な事業を挙げていただきました。評

価も伺いました。今後もこれらの事業の推移をしっかりとチェックしていき、検証させて

いただきたいと思います。少しでも早く事業の効果があらわれるように、事業推進のほう

をよろしくお願いいたします。 

  都市機能を整備すること、先ほど申し上げた岩国大竹道路の整備や大竹駅の整備、これ

は人口減対策の都市基盤の整備という関連で一環にもなろうかと思いますけども、以前、

一般質問させていただきましたが、入山市政の功績として、小方ケ丘の開発や大竹のハロ

ーワークの前の南栄下白石線の道路整備、市の積年の課題を解決されたことは大いに評価

いたしたところでございますけども、これからの事業でございます。大竹駅の周辺整備事

業、これにつきましては、継続費も設定されて、ある程度のレールが敷かれたとは思いま

すが、今回、たくさんの議員の先生方が質問があるようでございますけども、雨水対策事

業でございます。４年前の８月の大雨被害ございましたけども、これを教訓にされたのか

どうかわかりませんけども、一昨年、仮称ではございますけども、新町白石線概略検討業

務が予算化されて、今の排水路の負担を少しでも軽くしようということの中で、バイパス

管や道路の検討業務進められているところではあると思いますけども、市としてもいろい

ろなことを検討して対策を講じようとしているわけですが、市民の皆さんにはなかなかそ

のことが伝わっていないということが現状でございます。今回の雨で４年前と同じように

被害が出て、現場に行きますと、議員や市は何をしているんだというお叱りの言葉ばかり

でした。私としては、市のほうでもこのようにいろいろな検討をしていると説明をするん

ですが、なかなか理解はしてもらえませんでした。 

  ぜひとも、少なくとも関係自治会とか市民の理解を得るためにも、できる範囲での状況

なり検討の概要ですね、こういったことの説明をお願いしたいとは思うんですけども、こ

ういうのはいかがでしょうか。これも一つの情報発信だと思うんですけども。 

○副議長（細川雅子） 市長。 

○市長（入山欣郎） 大竹のまちは、議員の皆様方御承知のように先輩方が、急傾斜地の背

後地についてはコンクリートで擁壁をつくるということも九十数％完成し、また砂防堰堤

につきましては、もうかなりの部分で堰堤を築かれた。そしてルース台風以降、小瀬川ダ

ムをつくり弥栄ダムまで構築されたということで、今回の大きな大雨につきましても、亡

くなられた方がいらっしゃらないという、大変安全なまちを先輩方がつくってくださって

いるというふうに感じております。 
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  ただ、悲しいことに、そういうことで人命第一に考えたことなので、内水についての対

策が非常におくれているというふうに感じております。そういうことで、内水に対してい

ろんなことの手だてをしていこう。毎回毎回土のうを持っていくようなことはやめて、そ

のことを一歩一歩解決していこうということで担当者にも指示をし、一歩一歩進めている

ところでございます。 

  今回の新町、本町、白石等についての大きな内水の氾濫につきまして、これは大きな問

題だというふうに思います。ただ、議員御承知のとおり、これを解決するには膨大な費用

と時間がかかります。大きな計画をつくり、基本といたしましては、大竹小学校・中学校

の間から道をつくり、そして、その下に管を入れ込んで新町までつくっていく。それから、

一つは新町から小瀬川に出していく。もう一つは、新町からそのまま山陽線、国道を渡っ

て、そして小島雨水調整池まで持っていく。その水路もちゃんと幅、深さを確保するとい

うこと、大変大きな事業になってまいります。でも、計画もなしにそれは進めるわけにま

いりませんので、まず計画段階から進めていくと。それから、長時間かかることについて

も一歩一歩進めていくということ。前にも何度か申し上げましたが、今まで行政につきま

しては、30年もかかるような大事業は、ついそのまま置いて後回しにするということが多

ございましたが、もう30年かかることなら30分の１でも進めて、30年先には解決するとい

うようなことの一歩一歩の進めが大切だというふうに思います。そう言いながらも、大変

時間的に早くに解決しなきゃいけない大きな課題でございますので、前に向かって懸命に

やってまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（細川雅子） 北地議員。 

○５番（北地範久） ありがとうございました。一応、積極的な回答と理解しておきますの

で。先ほども申しましたように、市民の皆様の情報発信、このあたりも担当部署のほうで

よろしくお願いしたいと思います。市民に情報を伝えることは大事なことと思います。そ

のことが市民とまた距離が近くなり、市民自治にもつながるのではないかというふうに思

っております。情報発信、大切なことと思いますので、情報発信ということで、次の質問

に入ります。 

  私は、情報発信を動画でという提案をいたしました。情報発信といっても、きょうびい

ろいろな方法があって、フェイスブック、これは市でも取り組んでいるもんだと思います

けども、あるいはＳＮＳとかインスタとか、私にとっては聞きなれない言葉ばかりなんで

すけども、こういったものがたくさんあるようでございます。こういったことを担当のほ

うにお伺いしますと、いろんなことで検討はされているということはよくわかりました。

また、市でできない部分は、市民に協力をお願いするということも考えられているようで

ございます。多角的な視野でぜひ検討いただいて、大竹のファンをふやして、大竹を愛す

る人づくり、これから大竹の情報発信をよろしくお願いいたします。 

  これは数日前に得た情報なんで、もし、きょう間に合えばと思ったんですけども、埼玉

県三芳町というとこですかね、ここにおもしろい広報がありまして、写真なんですけども、

それにスマートフォンをかざせば、それが動画に変わるというようなことでございます。

きょう、早速依頼して送ってもらうように手配はしてるんですが、間に合いませんでした
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ので紹介できませんので申しわけありません。また広報が来たら担当の部署にもお届けし

たいと思いますけども、ＡＲというんですか、これ。拡張現実ということでございますけ

ども、そういうのがあるそうでございます。答弁の中で、動画には大変お金がかかるとい

うことでございましたけども、これは大規模な動画を想定されて言われたことだろうと思

いますけども、三芳町の広報は、ＡＲを制作するのに全て職員がやっているということで、

動画にかかる予算はゼロ円ということで安く上げているみたいなんですけども、こういう

ところもあるということを紹介して質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○副議長（細川雅子） 一般質問の途中ですが、議事の都合により、暫時休憩いたします。 

  なお、再開は３時を予定いたします。よろしくお願いします。 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

１４時４７分 休憩 

１５時００分 再開 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

○議長（児玉朋也） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続行します。 

  続いて、６番、西村一啓議員。 

〔６番 西村一啓議員 登壇〕 

○６番（西村一啓） ６番、大竹新公会、西村一啓です。質問に先立ちまして、広島県内に

おいて、去る７月６日から７日未明にかけて猛烈な雨に襲われて、土砂災害等で亡くなら

れた方の御冥福と御家族にお悔やみを申し上げますとともに、土砂災害、集中豪雨等で被

災された方に心からお見舞いを申し上げます。 

  私は、このたびの質問で、市域における安全、安心して暮らせるまちづくり、特に高齢

者、中山間地における人たちの安全な暮らしについてお伺いいたします。 

  １つ目には、防災力を高める計画や過去の検証資料等、あるいは防災訓練等が実施され

てきたのか。また、そういうものがあるのかをお尋ねします。 

  ２つ目におきましては、災害時の情報伝達や各地域自治体との連絡システムの構築がさ

れているのか。また、これから計画をいくのかということについてお尋ねをいたします。 

  ３つ目ではございますが、中山間地域に設置されているダムの安全管理や運用等につい

て情報システムができているのか。あれば、そういうことの御説明を求めたいと思います。 

  特にこのたび、午前中、午後におきまして、先輩議員、同僚議員からも同じような質問

がされてることにつきましては、重複した点、おわびをいたしたいと思います。 

  それでは初めに、大竹市内で中山間地域、川手地域、沿岸地域のそれぞれの地区で、床

下浸水を初め河川崩落、土地崩落箇所も発生いたしました。被災に遭われた市民の方から

も４年前の８月６日に、市内で同様な豪雨水害被害が発生して被害を受けていると報告を

受けてまいりました。豪雨災害はいつどこで起きるかわからない。つまり、誰もが被災者

になり得るということが考えられます中で、豪雨や地震等の災害は食いとめられないが、

いかに被害を少なくするか、本市の防衛力を高めることが私はまず第一に必要と思います。 

  既に大竹市では土砂浸水ハザードマップを作成し、市民に配布されております。また、
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本市の災害対策本部運営マニュアルも作成しているとお聞きしております。災害発生時に

どこに避難するか、避難場所はどこかと指定しておくような避難情報カードも、先日、市

内の住民に宛てて郵送されてまいりました。いろんな面で市民の安全について、行政側は

準備されていると思います。しかしながら、配布されたこういう資料のみでは、いざとな

ったときに活用は十分生かされているのか。また、過去の災害を検証した資料があるのか

ということにつきましてもお尋ねいたしたいと思います。 

  避難勧告等の判断や伝達マニュアル等の資料に基づく避難訓練等の勉強は、十分に各地

域で、自治体の中でされているのか。そうしたソフトの面からも本市のお考えをお尋ねす

るところでございます。 

  続いて、豪雨災害が発生したときのサイレンによる情報伝達が、以前から聞きづらいと

指摘されています。幾ら迅速に情報発信しても、届かなくては効果はありません。こうし

た問題への対応は、一方的に通知、連絡する従来の行政からの広報だけでなく、最近は老

若男女、スマホやタブレットも持っとります。あるいはまた、防災無線もあります。そし

て、ラジオ等も活用して、いろいろな面で行政と住民の双方向での連絡システムは構築で

きないか。また、庁舎内のパソコンへの直接入力は、運用上システムの上では外部とつな

がってウイルス汚染にかかる問題もあると考えられますのでできないけど、大竹市と市民

専用のパソコンを設置することで、常にアトランダムな情報伝達が活用できること、市内

各地域からの連絡もスムーズにできると考えられます。 

  先般、７月７日の早朝、被災をされた地域に行きました。これは私ごとで恐縮ですが、

市の職員が見に来ないと、御立腹なことをいっぱい言われました。しかしながら、危険を

冒してまで現場に出向く職員の立場も考えてくださいとおっしゃいました。今日のような

ＩＴの機械が普及した中、もっと現場に行かなくてもスムーズに情報伝達ができる、そう

したことを行政のほうでさらに研究する必要があるのではないかと思います。こうしたハ

ードの面の充実について、本市の計画や予定があるのかお尋ねをいたします。 

  終わりになりますが、地域住民が安全安心に暮らせる環境について、特に中山間地域、

川手地域の住民にとりましては、先ほどから先輩・同僚議員も申し上げましたダムの放水

問題、いろんな面が言われてまいりました。渡ノ瀬ダム、小瀬川ダム、弥栄ダムの３基の

安全性や平常はもとより、集中豪雨時のダム湖に流入する水量や放水される流出水量につ

いて、不安を持つ住民の方は多くいらっしゃいます。以前から中国電力、渡ノ瀬ダムの洪

水調整についても、最近、渡ノ瀬ダムは、出水期にあらかじめ水位を下げて増水に備えて

いるとお聞きはしています。現在もその対応をされているのか。また、放水される場合の

情報連絡は、どこが把握して、どのように連絡をしているのか。さらには、ダム湖に堆積

する土砂等の取り除きについて、どのように取り組んでいるのかをお尋ねいたします。 

  以上、３点につきまして、壇上での質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（児玉朋也） 市長。 

〔市長 入山欣郎 登壇〕 

○市長（入山欣郎） 市民の皆様に、豪雨や台風にどのように備え、いかにして情報を入手
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していただくか。近年は過去の災害等を踏まえて発信内容が改善されており、より詳細な

情報が得られるようにはなりましたが、反面、大変複雑にもなってまいりました。特に御

高齢の皆様方にとりましては、いつ、どのような行動をとればよいのか判断ができにくい

といった側面もあり、確実にわかりやすい、皆様にお伝えしていく情報が必要だというふ

うに強く感じています。また、地域の中で支援が必要な方をサポートし、実際に行動が起

こせるように支えていただくことが、いざというときに命を守ることにつながるものと思

っております。 

  こうした方々に、今回、豪雨に際しまして、現地にきめ細かく足を運ばれ、直接にいろ

んな情報を収集されて、その方々に目を向けられて御質問をいただきました。ありがとう

ございます。 

  それでは、西村議員の市域の安全、安心して暮らせるまちづくりについての御質問にお

答えいたします。 

  まず、地域の防災力を高めるための取り組みでございます。 

  今年度も各自治会により、防災講習会や避難訓練等が実施されています。その際には、

市の防災担当者が出向き、災害が起きたときにどう行動するかなどの情報を提供しており

ます。また、自主防災組織が設置されていない地域には、その設置に向け、必要性を繰り

返し啓発しなければならないと考えています。 

  先般、避難情報確認カードを市内全世帯に配付しました。こうした災害発生時の避難場

所の確認や情報の確認方法等について認識していただく手法も順次取り入れ、さらなる住

民への周知に努めてまいります。また、過去に起こった災害のさまざまな検証結果につい

てもお知らせし、防災及び減災活動の啓発を行ってまいりたいと考えています。今年度か

ら育成に取り組んでいる地域防災リーダーの方々とともに、地域の防災力向上を目指した

いと考えています。 

  次に、災害時の情報伝達と連絡システム構築についてでございます。 

  現在、本市では、災害時の情報発信手段として防災行政無線、防災メールサービス、市

のホームページ、防災行政無線の内容が聞き取れるテレフォンサービスがございます。そ

のほかに、国の全国瞬時警報システム、いわゆるＪアラートがあります。このＪアラート

は、地震や津波、大雨特別警報等、住民の生命に危険が及ぶような緊急かつ重大な状況が

迫っているときに、市町村等を介さず、国から直接情報を伝えるシステムで、市内全域の

携帯電話や防災無線に緊急通知が自動発信されるものでございます。 

  しかし、大雨が降っているときには、住民は窓を閉め、室内にいることが多く、防災無

線の内容が聞き取りにくいことは容易に想像でき、情報を得るための手段が複数あるとい

うことが重要でございます。防災無線の内容は、防災メールやテレフォンサービスを利用

して確認することができますし、テレビやラジオをつけ、気象情報等を常に気にかけてお

いていただければ、大竹市に避難情報が出された場合や避難所の開設などの情報は、メデ

ィアを通じて確認することができます。 

  また、議員から御提案のありました双方向での連絡システムの構築についてですが、他

市の中には、ＳＮＳを利用した情報手段を構築しているところもあるようでございます。
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これらの活用が本市でも可能かどうか検討してみたいと考えています。 

  最後に、中山間地域のダムの安全管理等についてでございます。 

  山本議員への答弁と重なる部分もございますが、渡ノ瀬ダムは中国電力が電力を供給す

るために建造した利水ダムであり、洪水時の治水機能は持ち合わせておりません。このた

め原則では、流入した水量をそのまま放流する操作を行うと伺っています。しかし、下流

の玖島川流域では河川流量増大の影響を受けやすいため、市の災害対策本部では早期避難

の誘導判断を行う必要があることから、ダムが洪水調整を行う基準に達した場合には、中

国電力から毎時間ごとに流入量、放流量の情報提供を受けているところでございます。 

  また、ダム湖の堆積物の除去等についてですが、中国電力に確認したところ、ここ３年

間はダム湖底に堆積した土砂等を、毎年1,000立方メートルしゅんせつしているとのこと

でございます。 

  以上で西村議員への答弁を終わらせていただきます。 

○議長（児玉朋也） 西村議員。 

○６番（西村一啓） 御答弁ありがとうございました。３点の答弁に対して、もう一度御質

問をいたします。 

  １番目の防災力でございますが、何はさておき、災害時は逃げるが勝ちと昔から言われ

ております。東北地区においては、逃げたために津波から逃れたいう事例がたくさんあり

ます。 

  こうした中で本市では、避難について、このたび８月４日、５日におきまして２日間、

地域防災リーダーの養成があって、市内の各自治会からも参加をいただきました。残念な

がら受講者は専門職を含めて26名、当日受講された方は、免除の人を除けば21名と。市内

に77の自治会がありながら、本来ならば１名ずつ来ても77名が防災リーダーになり得るチ

ャンスです。そしてまた、これらが持ち帰り、さらに１人、２人あれば、すぐ200人、300

人の防災リーダーができます。たとえ少子高齢化の時代とはいえ、２万7,000人しかいな

い住民とはいえども、栗谷地区８カ所、松ケ原も含め、また川手地区も入れて13地区の住

民の総数に対する、そうした防災リーダーという数が足らないということは目に見えると

ころでございます。改めて担当の職員の努力に報いるべき、そうしたものを養成すること

が、ハードでなしにソフトの面での大事なことではないかと思います。 

  この点が１点と、そしてもう一つは、地域によっては地域の民生委員、児童委員の方の

協力はもちろんのこと、自治会役員、老人会役員、ＰＴＡ役員の皆様と連携して対応する

必要があります。特に高齢者、足腰の悪い、また車に乗れない、そうした高齢者の方に、

市内の今の沿岸地域におきましては、自分の子供、あるいは近所の人の車で、市内の市の

指定の避難場所に逃げます。しかしながら、中山間地におけるところは、あの曲がりくね

った道、また河川の増水等によりまして、本来、市が指定している避難場所に出向いてい

くいうことは非常に困難なことも予測されます。 

  そうした面で避難場所の改めての指定と、そして先般、議会報告会でも言われました。

避難場所にどれぐらいの飲料水、食べ物、毛布等が準備されているのかと言われました。

回答では４桁程度の数字でございましたが、全員が逃げていっても入るとこはありません
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が、ただ、そうしたことを含めて、いま一度、このたびの大きな災害を目にして、大竹市

としては再度改めて、こういう対策についてお考えがあるかをお尋ねいたします。 

○議長（児玉朋也） 危機管理監。 

○総務課危機管理監（吉村隆宏） それでは、防災力の向上、あとは避難場所等の新たな指

定等についての御質問でございます。 

  まず、防災力の向上についてですが、各自治会等でも避難訓練等をされておりますし、

防災講習等をされております。そういったところに職員を派遣しまして、防災についての

講話をさせていただいたり、訓練のお手伝いをさせていただいたりしております。 

  また、広島県では、防災士または防災コーディネーター、こういった方がいらっしゃい

ますので、そういった方をお呼びしまして防災についての勉強会、こういったものも実施

しているところでございます。 

  また、今、議員がおっしゃられたとおり、いかに被害を少なくするため防災力を高めて

いくかというところで、防災リーダーのことが御紹介されました。これは今年度、地域防

災リーダーという形で、これを育成していくっていう事業を始めたばかりでございまして、

防災リーダーに立候補された方、また、私ども市のほうで今から育成するっていうことも、

手探りな状態で始めたものでございますから、現在25名の方が防災リーダーとして、認定

をしているという状況でございますが、来年度もさらに防災リーダーを募りまして、この

リーダーのネットワーク、こういったものもさらに大きなネットワークとしてつなげてい

きたいと今考えているところでございます。 

  続いて、高齢者等の避難でございますが、避難場所の新たな指定、特に中山間地域での

避難が難しいというところでございます。ただ、市が指定しております避難場所っていう

のは、あくまでも職員がそこに行って、ある程度対応が可能であるという避難場所でござ

います。 

  先般、栗谷のほうの自治会長さんとお話をする機会がございまして、これは後原地区に

なるんですが、栗谷では玖島川が昔から氾濫をしているということで、そういったときに

は、お年寄りについては、市が指定している避難場所に行くには危険が伴っている。じゃ

あどうしたらいいかということで、地域で民間のおうちを避難場所として指定して、高台

にある避難場所、そこのおうちに班をつくって避難をするところを指定している、こうい

ったことも地域でつくる避難場所っていうことになりますし、地域の皆さんが生命を守る

ための行動ということになりますので、こういった部分もあわせて、地域の方とお話をさ

せていただきながら、どこが適切な避難場所か、また災害によっても避難場所変わってき

ます。こういったことを防災の勉強とともに周知をさせていただきたいと思っております。 

  もう１点、避難場所や避難時の必要な物資等についての検討でございます。 

  現在、避難場所の適切な運営ができるように検討をしている段階ではございますが、必

要物資等についてなんですが、市の総合市民会館や大竹会館等大きな避難場所については、

備蓄食糧や毛布を保管しております。ただ、これは全市民に対して必要数があるものでは

ございませんので、これは全国的にも啓発されている内容と同じにはなるんですが、平時

より個々での非常持ち出し品の備蓄、こういったものをしっかり備えていただけるような
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情報発信、こういったことをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（児玉朋也） 西村議員。 

○６番（西村一啓） ありがとうございました。もう一度お尋ねしますが、今、お話しされ

たソフトの面は、やはり行政がそういう避難場所とか、あるいは備蓄等は準備してます、

何をしてますというか、これを地域住民にほんとにスムーズに知らしめているのか。ある

いはまた１年を通じて、各地域、自治会で防災訓練を春秋２回か、あるいは夏を含めて３

回ぐらいやられて、皆さんに徹底的に知らしめる、こういう防災力。要するに、災害を減

災するという、そういうソフトの面の充実がまだまだ必要ではないかと思います。こうし

た件について、本市もまたこれに取り組んでもらいたいと思います。 

  それから、ソフトでなしにハードの面では、先ほども申し上げましたように、市民から

の情報を双方向で受ける、パソコンとかそういうものの表示化ということですが、先ほど

市長の答弁にありますように、先般、こういうのが配られてまいりました。非常にいいこ

となんです。できればメールアドレスか何かが載っとれば、まだまだ活用方法ある。ただ、

皆さんに現地行ってお話をしたときに、自分らはメールができないとか、何ができないと

か言います。言うけど、スマホを持っとるお年寄りも多いんですよ。今ごろは簡単スマホ

いうのがあるんですよ。家族との連絡、個人個人の一人での生活に対する安全確保のため

のそうしたハードの面を大いに活用するためにも、やはり住民にはこういうことが私は行

政サービスの一つだと思っております。あわせて、今回、床下浸水にかかわられた一部の

方ではございますが、ここに家を建てるんじゃなかったという愚痴を言われました。それ

は、建てるときに建築確認行かれたときに、皆さん同じレベルで建ててます。ここは本来

は浸水ハザードマップに沿って50センチはかさ上げして建ててくださいよという、これは

お金も何にもかかりません、行政には。ただ、建てられる方の建築費用がかさむかもわか

りません。だけど、こうした行政サービスがよりよいまちづくり、安心して暮らせるまち

づくりになるんではないかと私は思います。そうした点につきまして、行政サイドでいま

一度、取り組みができるのか、されるのかいうことについてお尋ねをいたします。 

○議長（児玉朋也） 危機管理監。 

○総務課危機管理監（吉村隆宏） 地域住民に対しての訓練等の実施、または自治会等で訓

練を実施するということでございます。 

  なかなか自治会で訓練を実施していただくっていうことで考えますと、マンパワーは非

常に必要な部分も出てきます。年に何回もやるということになると、なかなか難しい部分

もあろうかとは思います。また、自治会からの自主的な訓練でお手伝いするっていうこと

は可能なんですが、市のほうから市民自治の中でこうしたほうがいいって主導していくっ

ていうことは難しいのかなと考えておるんですが、そういった中でいろいろな情報提供で

あり、効率的な訓練の運営方法、こういったことのレクチャー、こういったのは市のほう

から行うことも可能となっております。今年度につきましては、この秋に晴海臨海公園で

県が実施します県の総合防災訓練、これは大規模な訓練ですが、こういったことも行われ

ますので、今から住民の方にしっかり周知をして、実際に目で見ていただきたいというこ
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とを考えております。 

  あと、先ほど市長からも答弁がございました、いろいろな情報の発信、こういった方法

でございます。 

  昨今では、そういった情報、ＩＴを使っていろいろなことが行われております。非常に

進歩の速度も速いということで、市で何ができるのかというところは、これから研究をさ

せていただきたいと思っております。 

  先ほど御紹介のあったように、ＳＮＳを使って住民からの情報提供、市からの情報提供、

こういったことを災害時に実際にできるのかできなのか、こういったことも含めて、もう

しばらくお時間をいただいて検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（児玉朋也） 西村議員。 

○６番（西村一啓） ありがとうございました。余分ではございますが、先般の呉市周辺で

の災害には、既にドローンを投入して現地の調査等をやっております。これ、人手がかか

りません。そうしたハードの面も、大竹市は幸いにして人的被害がありませんので、マス

コミにも取り上げられていません。しかしながら、床下浸水とか河川崩落、田んぼの水の

オーバーして被災された、泥が入ったとかいうようなことも結構あるんですが、そうした

面をこれからも検証して、そしてより取り組んで、職員の皆さんは自信を持って取り組ん

でもらいたいと、これをお願いいたします。 

  最後になりましたけど、ダムの問題について、最後の御質問をいたします。 

  ダムが、先輩議員も言いましたように、渡ノ瀬ダム、小瀬川ダム、それから弥栄ダムと

３つあります。一級河川で３つのダムを抱えておるのは全国でも珍しいし、そしてまた、

弥栄ダムは全国でもアーチ式で４番目に貯水量を誇る、ほんとに優秀なダムであります。

こうしたものを控えている我々大竹市民にとっては、水の問題には余り関心がなくても水

が飲めます。しかしながら、沿川、特に河川流域で住まわれる住民の方、栗谷地区でいき

ますと広原、奥谷尻、後原、小栗林、大栗林とずっとこう来まして、前飯谷、後飯谷、そ

れから安条、それから比作、穂仁原、防鹿、木野に至るまでですが、河川流域に住んどる

人は非常に不安なんですよ。一部の人には、既にダムが建設されるときから河川の放流水

については、サイレンを設置してます、安全のためにも安全を期してやっておりますとは

言われますが、もう既に渡ノ瀬ダムは昭和31年、もう60年から経過しております。その当

初、地域の人と交わしたような話は、今の人がほんとに受けているのかという不安もあり

ます。これを行政のほうで地域住民に説明する、あるいは通知する、知らせる、これが私

は行政サービスの一つではないかと思います。 

  あえてどうこういうわけじゃないんですが、ダムはほんとに大丈夫かという不安をお年

寄りは持っております。この不安を取り除くこそ、中山間地で住む高齢者が安全で安心し

て住めるまちづくりではないかと思います。いろんな問題もあると思いますが、そうした

点、いま一度御答弁をお願いいたします。 

○議長（児玉朋也） 危機管理監。 

○総務課危機管理監（吉村隆宏） ダムの安全性ということでございます。 
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  多くは、先ほど議員がおっしゃられましたように、中山間地域、渡ノ瀬ダムに伴います

玖島川、またその流域にある栗谷地区ということになろうかと思います。ダムの安全性と

いうことになると、当然管理をされている中国電力で万全な体制を整えていらっしゃると

いうふうに伺ってはおります。そういった情報については、前回も答弁いたしました３ダ

ム会議や減災対策協議会等において情報共有をし、市民も情報提供いただいているという

ところでございます。 

  この放流通知については、洪水時等については、中国電力から毎時間どういった操作を

しているのか、どういった放流をしているのか、こういったことを市のほうに通知してい

ただきまして、その通知内容について、栗谷の自治会等に情報提供するという仕組みにな

っております。 

  地域住民に知らせる方法ということになるんですが、栗谷地区でいいますと、渡ノ瀬ダ

ムが設置しております放流サイレン、あと市が設置しております防災無線、こういったも

のでサイレンを吹鳴し知らせるという方法と、あとは中国電力が放流際には広報車を出し

まして、河川にいるところの避難指示、こういったものを広報で車を上流から下流に流し

ているというところで、また市のほうでは、先ほど言ったメールや防災無線、あとはテレ

フォンサービス等で情報をとっていただくということになっておりますので、そういった

ことを総合して地域の方に情報提供をさせていただきたいと考えております。 

○議長（児玉朋也） 西村議員。 

○６番（西村一啓） ありがとうございました。それでは、いろいろ御質問しまして、これ

からも自信を持って取り組んでいきたいことをお願いし、災害はほんとに忘れたころにや

ってきます。ぜひとも災害のないまち、ましてや大竹市の場合は、沿岸地域は、まず皆さ

んの言葉に、低床地の床下浸水が一部ありますが、浸水はあるけど土砂崩れはないという

ような認識を持った方もたくさんいらっしゃいます。市が出しております防災の中で、レ

ッドライン、イエローライン、そういう土砂災害地、また浸水地域と、もっともっと住民

にわかりやすい簡単な通知を考えていただくことをお願いしまして、質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（児玉朋也） この際、お諮りいたします。一般質問の途中ですが、本日はこの程度

にとどめ、９月７日の本会議に一般質問を継続したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（児玉朋也） 御異議なしと認めます。よって一般質問は９月７日の本会議に継続す

ることに決しました。 

  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（児玉朋也） 御異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決しま

した。 

  お諮りいたします。本日、議決された各案件につきまして、その条項、字句、数字、そ



（30．９．６) 

－64－ 

 

の他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（児玉朋也） 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は議

長に委任することに決定いたしました。 

  この際、御通知申し上げます。明日、９月７日は午前10時に開会いたします。ただいま

御出席の各位には、別に書面による御通知はいたしません。お含みの上、御参集をお願い

いたします。 

  本日は、これにて延会いたします。 

 

１５時３６分 延会 
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  上記、会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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